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（前注） 

１ この中間試案において主な検討対象とした民法の規定は，次のとおりである。 

   第１編（総則） 第９０条から第１７４条の２まで 

   第３編（債権） 第３９９条から第６９６条まで 

２ この中間試案では，上記１の民法の規定に関して，現時点で改正が検討されて

いる項目のみを取り上げており，特に言及していない規定は維持することが想定

されている。 

 

第１ 法律行為総則 

１ 法律行為の意義（民法第１編第５章第１節関係） 

(1) 法律行為は，法令の規定に従い，意思表示に基づいてその効力を生ずるも

のとする。 

(2) 法律行為には，契約のほか，取消し，遺言その他の単独行為が含まれるも

のとする。 

(注) これらのような規定を設けないという考え方がある。 

 

２ 公序良俗（民法第９０条関係） 

民法第９０条の規律を次のように改めるものとする。 

(1) 公の秩序又は善良の風俗に反する法律行為は，無効とするものとする。 

(2) 相手方の困窮，経験の不足，知識の不足その他の相手方が法律行為をする

かどうかを合理的に判断することができない事情があることを利用して，著

しく過大な利益を得，又は相手方に著しく過大な不利益を与える法律行為は，

無効とするものとする。 

(注) 上記(2)（いわゆる暴利行為）について，相手方の窮迫，軽率又は無経験

に乗じて著しく過当な利益を獲得する法律行為は無効とする旨の規定を設

けるという考え方がある。また，規定を設けないという考え方がある。 

 

第２ 意思能力 

法律行為の当事者が，法律行為の時に，その法律行為をすることの意味を理

解する能力を有していなかったときは，その法律行為は，無効とするものとす

る。 

（注１）意思能力の定義について，「事理弁識能力」とする考え方や，特に定義

を設けず，意思能力を欠く状態でされた法律行為を無効とすることのみを

規定するという考え方がある。 

（注２）意思能力を欠く状態でされた法律行為の効力について，本文の規定に

加えて日常生活に関する行為についてはこの限りでない（無効とならない）

旨の規定を設けるという考え方がある。 
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第３ 意思表示 

１ 心裡留保（民法第９３条関係） 

民法第９３条の規律を次のように改めるものとする。 

(1) 意思表示は，表意者がその真意ではないことを知ってしたときであっても，

そのためにその効力を妨げられないものとする。ただし，相手方が表意者の

真意ではないことを知り，又は知ることができたときは，その意思表示は，

無効とするものとする。 

(2) 上記(1)による意思表示の無効は，善意の第三者に対抗することができない

ものとする。 

 

２ 錯誤（民法第９５条関係） 

 民法第９５条の規律を次のように改めるものとする。 

(1) 意思表示に錯誤があった場合において，表意者がその真意と異なることを

知っていたとすれば表意者はその意思表示をせず，かつ，通常人であっても

その意思表示をしなかったであろうと認められるときは，表意者は，その意

思表示を取り消すことができるものとする。 

(2) 目的物の性質，状態その他の意思表示の前提となる事項に錯誤があり，か

つ，次のいずれかに該当する場合において，当該錯誤がなければ表意者はそ

の意思表示をせず，かつ，通常人であってもその意思表示をしなかったであ

ろうと認められるときは，表意者は，その意思表示を取り消すことができる

ものとする。 

ア 意思表示の前提となる当該事項に関する表意者の認識が法律行為の内容

になっているとき。 

イ 表意者の錯誤が，相手方が事実と異なることを表示したために生じたも

のであるとき。 

(3) 上記(1)又は(2)の意思表示をしたことについて表意者に重大な過失があっ

た場合には，次のいずれかに該当するときを除き，上記(1)又は(2)による意

思表示の取消しをすることができないものとする。 

ア 相手方が，表意者が上記(1)又は(2)の意思表示をしたことを知り，又は

知らなかったことについて重大な過失があるとき。 

イ 相手方が表意者と同一の錯誤に陥っていたとき。 

(4) 上記(1)又は(2)による意思表示の取消しは，善意でかつ過失がない第三者

に対抗することができないものとする。 

(注) 上記(2)イ（不実表示）については，規定を設けないという考え方がある。 

 

３ 詐欺（民法第９６条関係） 

民法第９６条の規律を次のように改めるものとする。 

(1) 詐欺又は強迫による意思表示は，取り消すことができるものとする。 

(2) 相手方のある意思表示において，相手方から契約の締結について媒介をす
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ることの委託を受けた者又は相手方の代理人が詐欺を行ったときも，上記(1)

と同様とする（その意思表示を取り消すことができる）ものとする。 

(3) 相手方のある意思表示について第三者が詐欺を行った場合においては，上

記(2)の場合を除き，相手方がその事実を知り，又は知ることができたときに

限り，その意思表示を取り消すことができるものとする。 

(4) 詐欺による意思表示の取消しは，善意でかつ過失がない第三者に対抗する

ことができないものとする。 

（注）上記(2)については，媒介受託者及び代理人のほか，その行為について相

手方が責任を負うべき者が詐欺を行ったときも上記(1)と同様とする旨の

規定を設けるという考え方がある。 

 

４ 意思表示の効力発生時期等（民法第９７条関係） 

民法第９７条の規律を次のように改めるものとする。 

(1) 相手方のある意思表示は，相手方に到達した時からその効力を生ずるもの

とする。 

(2) 上記(1)の到達とは，相手方が意思表示を了知したことのほか，次に掲げる

ことをいうものとする。 

ア 相手方又は相手方のために意思表示を受ける権限を有する者（以下この

項目において「相手方等」という。）の住所，常居所，営業所，事務所又は

相手方等が意思表示の通知を受けるべき場所として指定した場所において，

意思表示を記載した書面が配達されたこと。 

イ その他，相手方等が意思表示を了知することができる状態に置かれたこ

と。 

(3) 相手方のある意思表示が通常到達すべき方法でされた場合において，相手

方等が正当な理由がないのに到達に必要な行為をしなかったためにその意思

表示が相手方に到達しなかったときは，その意思表示は，通常到達すべきで

あった時に到達したとみなすものとする。 

(4) 隔地者に対する意思表示は，表意者が通知を発した後に死亡し，意思能力

を喪失し，又は行為能力の制限を受けたときであっても，そのためにその効

力を妨げられないものとする。 

 

５ 意思表示の受領能力（民法第９８条の２関係） 

民法第９８条の２の規律に付け加えて，次のような規定を設けるものとする。 

意思表示の相手方がその意思表示を受けた時に意思能力を欠く状態であった

ときは，その意思表示をもってその相手方に対抗することができないものとす

る。ただし，意思能力を欠く状態であった相手方が意思能力を回復した後にそ

の意思表示を知った後は，この限りでないものとする。 
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第４ 代理 

１ 代理行為の要件及び効果（民法第９９条第１項関係） 

 民法第９９条第１項の規律を次のように改めるものとする。 

(1) 代理人がその権限内において本人のためにすることを示してした意思表示

は，本人に対して直接にその効力を生ずるものとする。 

(2) 代理人がその権限内において自らを本人であると称してした意思表示もま

た，本人に対して直接にその効力を生ずるものとする。 

 

２ 代理行為の瑕疵（民法第１０１条関係） 

 民法第１０１条の規律を次のように改めるものとする。 

(1) 代理人が相手方に対してした意思表示の効力が，意思の不存在，詐欺，強

迫又はある事情を知っていたこと若しくは知らなかったことにつき過失があ

ったことによって影響を受けるべき場合には，その事実の有無は，代理人に

ついて決するものとする。 

(2) 相手方が代理人に対してした意思表示の効力が，意思表示を受けた者があ

る事情を知っていたこと又は知らなかったことにつき過失があったことによ

って影響を受けるべき場合には，その事実の有無は，代理人について決する

ものとする。 

(3) 本人が知っていた事情について，本人がこれを任意代理人に告げることが

相当であった場合には，本人は，任意代理人がその事情を知らなかったこと

を主張することができないものとする。 

(4) 本人が過失によって知らなかった事情について，本人がこれを知って任意

代理人に告げることが相当であった場合には，本人は，任意代理人がその事

情を過失なく知らなかったことを主張することができないものとする。 

 

３ 代理人の行為能力（民法第１０２条関係） 

 民法第１０２条の規律を次のように改めるものとする。 

(1) 制限行為能力者が代理人である場合において，その者が代理人としてした

行為は，行為能力の制限によっては取り消すことができないものとする。 

(2) 上記(1)にかかわらず，制限行為能力者が他の制限行為能力者の法定代理人

である場合において，当該法定代理人が代理人としてした行為が当該法定代

理人を当事者としてした行為であるとすれば取り消すことができるものであ

るときは，本人又は民法第１２０条第１項に規定する者は，当該行為を取り

消すことができるものとする。 

 

４ 代理人の権限（民法第１０３条関係） 

 民法第１０３条の規律を次のように改めるものとする。 

(1) 任意代理人は，代理権の発生原因である法律行為によって定められた行為

をする権限を有するものとする。 
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(2) 法定代理人は，法令によって定められた行為をする権限を有するものとす

る。 

(3) 上記(1)及び(2)によって代理人の権限が定まらない場合には，代理人は，

次に掲げる行為のみをする権限を有するものとする。 

ア 保存行為 

イ 代理の目的である物又は権利の性質を変えない範囲内において，その利

用又は改良を目的とする行為 

 

５ 復代理人を選任した任意代理人の責任（民法第１０５条関係） 

 民法第１０５条を削除するものとする。 

 

６ 自己契約及び双方代理等（民法第１０８条関係） 

 民法第１０８条の規律を次のように改めるものとする。 

(1) 代理人が自己を相手方とする行為をした場合又は当事者双方の代理人とし

て行為をした場合には，当該行為は，代理権を有しない者がした行為とみな

すものとする。 

(2) 上記(1)は，次のいずれかに該当する場合には，適用しないものとする。 

ア 代理人がした行為が，本人があらかじめ許諾したものである場合 

イ 代理人がした行為が，本人の利益を害さないものである場合 

(3) 代理人がした行為が上記(1)の要件を満たさない場合であっても，その行為

が代理人と本人との利益が相反するものであるときは，上記(1)及び(2)を準

用するものとする。 

（注１）上記(1)については，無権代理行為とみなして本人が追認の意思表示を

しない限り当然に効果不帰属とするのではなく，本人の意思表示によって

効果不帰属とすることができるという構成を採るという考え方がある。 

（注２）上記(3)については，規定を設けない（解釈に委ねる）という考え方が

ある。 

 

７ 代理権の濫用 

(1) 代理人が自己又は他人の利益を図る目的で代理権の範囲内の行為をした場

合において，相手方が当該目的を知り，又は重大な過失によって知らなかっ

たときは，本人は，相手方に対し，当該行為の効力を本人に対して生じさせ

ない旨の意思表示をすることができるものとする。 

(2) 上記(1)の意思表示がされた場合には，上記(1)の行為は，初めから本人に

対してその効力を生じなかったものとみなすものとする。 

(3) 上記(1)の意思表示は，第三者が上記(1)の目的を知り，又は重大な過失に

よって知らなかった場合に限り，第三者に対抗することができるものとする。 

（注）上記(1)については，本人が効果不帰属の意思表示をすることができると

するのではなく，当然に無効とするという考え方がある。 
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８ 代理権授与の表示による表見代理（民法第１０９条関係） 

 民法第１０９条の規律を次のように改めるものとする。 

(1) 本人が相手方に対して他人に代理権を与えた旨を表示した場合において，

その他人がその表示された代理権の範囲内の行為をしたときは，本人は，当

該行為について，その責任を負うものとする。ただし，相手方が，その他人

がその表示された代理権を与えられていないことを知り，又は過失によって

知らなかったときは，この限りでないものとする。 

(2) 上記(1)の他人がその表示された代理権の範囲外の行為をした場合におい

て，相手方が当該行為についてその他人の代理権があると信ずべき正当な理

由があるときは，本人は，当該行為について，その責任を負うものとする。

ただし，相手方が，その他人がその表示された代理権を与えられていないこ

とを知り，又は過失によって知らなかったときは，この限りでないものとす

る。 

 

９ 権限外の行為の表見代理（民法第１１０条関係） 

 民法第１１０条の規律を次のように改めるものとする。 

(1) 代理人がその権限外の行為をした場合において，相手方が代理人の権限が

あると信ずべき正当な理由があるときは，本人は，当該行為について，その

責任を負うものとする。 

(2) 代理人が自らを本人であると称してその権限外の行為をした場合において，

相手方が代理人の行為が本人自身の行為であると信ずべき正当な理由がある

ときは，本人は，当該行為について，その責任を負うものとする。 

 

10 代理権消滅後の表見代理（民法第１１２条関係） 

 民法第１１２条の規律を次のように改めるものとする。 

(1) 代理人であった者が代理権の消滅後にその代理権の範囲内の行為をした場

合において，相手方がその代理権の消滅の事実を知らなかったときは，本人

は，当該行為について，その責任を負うものとする。ただし，相手方がその

代理権の消滅の事実を知らなかったことにつき過失があったときは，この限

りでないものとする。 

(2) 代理人であった者が代理権の消滅後にその代理権の範囲外の行為をした場

合において，相手方が，その代理権の消滅の事実を知らず，かつ，当該行為

についてその者の代理権があると信ずべき正当な理由があるときは，本人は，

当該行為について，その責任を負うものとする。ただし，相手方がその代理

権の消滅の事実を知らなかったことにつき過失があったときは，この限りで

ないものとする。 
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11 無権代理人の責任（民法第１１７条関係） 

 民法第１１７条の規律を次のように改めるものとする。 

(1) 他人の代理人として契約をした者は，その代理権を有していた場合又は本

人の追認を得た場合を除き，相手方の選択に従い，相手方に対して履行又は

損害賠償の責任を負うものとする。 

(2) 上記(1)は，次のいずれかに該当する場合には，適用しないものとする。 

ア 他人の代理人として契約をした者が代理権を有しないことを相手方が知

っていた場合 

イ 他人の代理人として契約をした者が代理権を有しないことを相手方が過

失によって知らなかった場合。ただし，他人の代理人として契約をした者

が自己に代理権がないことを自ら知っていたときを除くものとする。 

ウ 他人の代理人として契約をした者が自己に代理権がないことを知らなか

った場合。ただし，重大な過失によって知らなかったときを除くものとす

る。 

エ 他人の代理人として契約をした者が行為能力を有しなかった場合 

 

12 授権（処分権授与） 

(1) 他人に対し，その他人を当事者とする法律行為によって自己の所有権その

他の権利を処分する権限を与えた場合において，その他人が相手方との間で

当該法律行為をしたときは，当該権利は，相手方に直接移転するものとする。

この場合において，当該権利を有していた者は，相手方に対し，その他人と

相手方との間の法律行為においてその他人が相手方に対して主張することの

できる事由を，主張することができるものとする。 

(2) 上記(1)の場合については，その性質に反しない限り，代理に関する規定を

準用するものとする。 

（注）授権に関する規定は設けない（解釈に委ねる）という考え方がある。 

 

第５ 無効及び取消し 

１ 法律行為の一部無効 

法律行為の一部が無効となる場合であっても，法律行為のその余の部分の効

力は妨げられないものとする。ただし，当該一部が無効であることを知ってい

れば当事者がその法律行為をしなかったと認められる場合には，その法律行為

は無効とするものとする。 

（注）このような規定を設けないという考え方がある。 

 

２ 無効な法律行為の効果 

(1) 無効な法律行為（取り消されたために無効であったとみなされた法律行為

を含む。）に基づく債務の履行として給付を受けた者は，その給付を受けたも

の及びそれから生じた果実を返還しなければならないものとする。この場合



8

において，給付を受けたもの及びそれから生じた果実の返還をすることがで

きないときは，その価額の償還をしなければならないものとする。 

(2) 上記(1)の無効な法律行為が有償契約である場合において，給付を受けた者

が給付を受けた当時，その法律行為の無効であること又は取り消すことがで

きることを知らなかったときは，給付を受けたものの価額の償還義務は，給

付を受けた者が当該法律行為に基づいて給付し若しくは給付すべきであった

価値の額又は現に受けている利益の額のいずれか多い額を限度とするものと

する。 

(3) 上記(1)の無効な法律行為が有償契約以外の法律行為である場合において，

給付を受けた者が給付を受けた当時，その法律行為の無効であること又は取

り消すことができることを知らなかったときは，給付を受けた者は，それを

知った時点でその法律行為によって現に利益を受けていた限度において上記

(1)の返還の義務を負うものとする。 

(4) 民法第１２１条ただし書の規律に付け加えて，次のような規定を設けるも

のとする。 

意思能力を欠く状態で法律行為をした者は，その法律行為によって現に利

益を受けている限度において，返還の義務を負うものとする。ただし，意思

能力を欠く状態で法律行為をした者が意思能力を回復した後にその行為を了

知したときは，その了知をした時点でその法律行為によって現に利益を受け

ていた限度において，返還の義務を負うものとする。 

（注）上記(2)については，「給付を受けた者が当該法律行為に基づいて給付し

若しくは給付すべきであった価値の額又は現に受けている利益の額のいず

れか多い額」を限度とするのではなく，「給付を受けた者が当該法律行為に

基づいて給付し若しくは給付すべきであった価値の額」を限度とするとい

う考え方がある。 

 

３ 追認の効果（民法第１２２条関係） 

民法第１２２条ただし書を削除するものとする。 

 

４ 取り消すことができる行為の追認（民法第１２４条関係） 

民法第１２４条の規律を次のように改めるものとする。 

(1) 取り消すことができる行為の追認は，取消しの原因となっていた状況が消

滅し，かつ，追認権者が取消権を行使することができることを知った後にし

なければ，その効力を生じないものとする。 

(2) 次に掲げるいずれかの場合には，上記(1)の追認は，取消しの原因となって

いた状況が消滅した後にすることを要しないものとする。 

ア 法定代理人又は制限行為能力者の保佐人若しくは補助人が追認をする場

合 

イ 制限行為能力者（成年被後見人を除く。）が法定代理人，保佐人又は補助
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人の同意を得て追認をする場合 

 

５ 法定追認（民法第１２５条関係） 

民法第１２５条の規律に，法定追認事由として，「弁済の受領」及び「担保権

の取得」を付け加えるものとする。 

（注）「弁済の受領」及び「担保権の取得」を付け加えないという考え方がある。 

 

６ 取消権の行使期間（民法第１２６条関係） 

民法第１２６条の規律を改め，取消権は，追認をすることができる時から３

年間行使しないときは時効によって消滅するものとし，行為の時から１０年を

経過したときも，同様とするものとする。 

（注）民法第１２６条の規律を維持するという考え方がある。 

 

第６ 条件及び期限 

１ 条件 

条件に関する民法第１２７条から第１３４条までの規律は，基本的に維持し

た上で，次のように改めるものとする。 

(1) 民法第１２７条に条件という用語の定義を付け加え，条件とは，法律行為

の効力の発生・消滅又は債務の履行を将来発生することが不確実な事実の発

生に係らしめる特約をいうものとする。 

(2) 民法第１３０条の規律を次のように改めるものとする。 

ア 条件が成就することによって不利益を受ける当事者が，条件を付した趣

旨に反して故意にその条件の成就を妨げたときは，相手方は，その条件が

成就したものとみなすことができるものとする。 

イ 条件が成就することによって利益を受ける当事者が，条件を付した趣旨

に反して故意にその条件を成就させたときは，相手方は，その条件が成就

しなかったものとみなすことができるものとする。 

 

２ 期限 

期限に関する民法第１３５条から第１３７条までの規律は，基本的に維持し

た上で，次のように改めるものとする。 

(1) 民法第１３５条に期限という用語の定義を付け加え，期限とは，法律行為

の効力の発生・消滅又は債務の履行を将来発生することが確実な事実の発生

に係らしめる特約をいうものとする。 

(2) 民法第１３５条第１項の規律を次のように改めるものとする。 

ア 法律行為に始期を付したときは，その法律行為の効力は，期限が到来し

た時に発生するものとする。 

イ 債務の履行に始期を付したときは，期限が到来するまで，その履行を請

求することができないものとする。 
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(3) 民法第１３７条第２号の規律を改め，債務者が，その義務に反して，担保

を滅失させ，損傷させ，又は減少させたときは，債務者は，期限の利益を主

張することができないものとする。 

 

第７ 消滅時効 

１ 職業別の短期消滅時効の廃止 

民法第１７０条から第１７４条までを削除するものとする。 

 

２ 債権の消滅時効における原則的な時効期間と起算点 

【甲案】 「権利を行使することができる時」（民法第１６６条第１項）という

起算点を維持した上で，１０年間（同法第１６７条第１項）という時効期

間を５年間に改めるものとする。 

【乙案】 「権利を行使することができる時」（民法第１６６条第１項）という

起算点から１０年間（同法第１６７条第１項）という時効期間を維持した

上で，「債権者が債権発生の原因及び債務者を知った時（債権者が権利を行

使することができる時より前に債権発生の原因及び債務者を知っていたと

きは，権利を行使することができる時）」という起算点から［３年間／４年

間／５年間］という時効期間を新たに設け，いずれかの時効期間が満了し

た時に消滅時効が完成するものとする。 

（注）【甲案】と同様に「権利を行使することができる時」（民法第１６６条第

１項）という起算点を維持するとともに，１０年間（同法第１６７条第１

項）という時効期間も維持した上で，事業者間の契約に基づく債権につい

ては５年間，消費者契約に基づく事業者の消費者に対する債権については

３年間の時効期間を新たに設けるという考え方がある。 

 

３ 定期金債権の消滅時効（民法第１６８条第１項関係） 

(1) 民法第１６８条第１項前段の規律を改め，定期金の債権についての消滅時

効は，次の場合に完成するものとする。 

ア 第１回の弁済期から［１０年間］行使しないとき 

イ 最後に弁済があった時において未払となっている給付がある場合には，

最後の弁済の時から［１０年間］行使しないとき 

ウ 最後に弁済があった時において未払となっている給付がない場合には，

次の弁済期から［１０年間］行使しないとき 

(2) 民法第１６８条第１項後段を削除するものとする。 

 

４ 不法行為による損害賠償請求権の消滅時効（民法第７２４条関係） 

民法第７２４条の規律を改め，不法行為による損害賠償の請求権は，次に掲

げる場合のいずれかに該当するときは，時効によって消滅するものとする。 

(1) 被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から３年間行使し
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ないとき 

(2) 不法行為の時から２０年間行使しないとき 

 

５ 生命・身体の侵害による損害賠償請求権の消滅時効 

生命・身体［又はこれらに類するもの］の侵害による損害賠償請求権の消滅

時効については，前記２における債権の消滅時効における原則的な時効期間に

応じて，それよりも長期の時効期間を設けるものとする。 

（注）このような特則を設けないという考え方がある。 

 

６ 時効期間の更新事由 

時効の中断事由の規律（民法第１４７条ほか）を次のように改めるものとす

る。 

(1) 時効期間は，次に掲げる事由によって更新されるものとする。 

ア 確定判決によって権利が確定したこと。 

イ 裁判上の和解，調停その他確定判決と同一の効力を有するものによって

権利が確定したこと。 

ウ 強制執行又は担保権の実行としての競売の手続が終了したこと（権利の

満足に至らない場合に限る。）。ただし，当該手続が権利者の請求により又

は法律の規定に従わないことにより取り消されたときを除くものとする。 

エ 相手方の権利を承認したこと。 

(2) 上記(1)ア又はイに該当するときは，それぞれその確定の時から，新たに［１

０年間］の時効期間が進行を始めるものとする。 

(3) 上記(1)ウに該当するときは当該手続が終了した時から，上記(1)エに該当

するときはその承認があった時から，新たに前記２又は４の原則的な時効期

間と同一の時効期間が進行を始めるものとする。ただし，従前の時効期間の

残存期間が原則的な時効期間より長い場合には，時効期間の更新の効力が生

じないものとする。 

 

７ 時効の停止事由 

時効の停止事由に関して，民法第１５８条から第１６０条までの規律を維持

するほか，次のように改めるものとする。 

(1) 次に掲げる事由がある場合において，前記６(1)の更新事由が生ずることな

くこれらの手続が終了したときは，その終了の時から６か月を経過するまで

の間は，時効は，完成しないものとする。この場合において，その期間中に

行われた再度のこれらの手続については，時効の停止の効力を有しないもの

とする。 

ア 裁判上の請求 

イ 支払督促の申立て 

ウ 和解の申立て又は民事調停法・家事事件手続法による調停の申立て 
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エ 破産手続参加，再生手続参加又は更生手続参加 

オ 強制執行，担保権の実行としての競売その他の民事執行の申立て 

カ 仮差押命令その他の保全命令の申立て 

(2) 上記(1)アによる時効の停止の効力は，債権の一部について訴えが提起され

た場合であっても，その債権の全部に及ぶものとする。 

(3) 民法第１５５条の規律を改め，上記(1)オ又はカの申立ては，時効の利益を

受ける者に対してしないときは，その者に通知をした後でなければ，時効の

停止の効力を生じないものとする。 

(4) 民法第１５３条の規律を改め，催告があったときは，その時から６か月を

経過するまでの間は，時効は，完成しないものとする。この場合において，

その期間中に行われた再度の催告は，時効の停止の効力を有しないものとす

る。 

(5) 民法第１６１条の規律を改め，時効期間の満了の時に当たり，天災その他

避けることのできない事変のため上記(1)アからカまでの手続を行うことが

できないときは，その障害が消滅した時から６か月を経過するまでの間は，

時効は，完成しないものとする。 

(6) 当事者間で権利に関する協議を行う旨の［書面による］合意があったとき

は，次に掲げる期間のいずれかを経過するまでの間は，時効は，完成しない

ものとする。 

ア 当事者の一方が相手方に対して協議の続行を拒絶する旨の［書面による］

通知をした時から６か月 

イ 上記合意があった時から［１年］ 

（注）上記(6)については，このような規定を設けないという考え方がある。 

 

８ 時効の効果 

消滅時効に関して，民法第１４４条及び第１４５条の規律を次のように改め

るものとする。 

(1) 時効期間が満了したときは，当事者又は権利の消滅について正当な利益を

有する第三者は，消滅時効を援用することができるものとする。 

(2) 消滅時効の援用がされた権利は，時効期間の起算日に遡って消滅するもの

とする。 

（注）上記(2)については，権利の消滅について定めるのではなく，消滅時効の

援用がされた権利の履行を請求することができない旨を定めるという考え

方がある。 

 

第８ 債権の目的 

１ 特定物の引渡しの場合の注意義務（民法第４００条関係） 

民法第４００条の規律を次のように改めるものとする。 

(1) 契約によって生じた債権につき，その内容が特定物の引渡しであるときは，
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債務者は，引渡しまで，[契約の性質，契約をした目的，契約締結に至る経緯

その他の事情に基づき，取引通念を考慮して定まる]当該契約の趣旨に適合す

る方法により，その物を保存しなければならないものとする。 

(2) 契約以外の原因によって生じた債権につき，その内容が特定物の引渡しで

あるときは，債務者は，引渡しまで，善良な管理者の注意をもって，その物

を保存しなければならないものとする。 

（注）民法第４００条の規律を維持するという考え方がある。 

 

２ 種類債権の目的物の特定（民法第４０１条第２項関係） 

種類債権の目的物の特定（民法第４０１条第２項）が生ずる事由につき，「債

権者と債務者との合意により目的物を指定したとき」を付加するものとする。 

 

３ 外国通貨債権（民法第４０３条関係） 

民法第４０３条の規律を次のように改めるものとする。 

(1) 外国の通貨で債権額を指定した場合において，別段の意思表示がないとき

は，債務者は，その外国の通貨で履行をしなければならないものとする。 

(2) 外国の通貨で債権額を指定した場合において，別段の意思表示がないとき

は，債権者は，その外国の通貨でのみ履行を請求することができるものとす

る。 

 

４ 法定利率（民法第４０４条関係） 

(1) 変動制による法定利率 

民法第４０４条が定める法定利率を次のように改めるものとする。 

ア 法改正時の法定利率は年［３パーセント］とするものとする。 

イ 上記アの利率は，下記ウで細目を定めるところに従い，年１回に限り，

基準貸付利率（日本銀行法第３３条第１項第２号の貸付に係る基準となる

べき貸付利率をいう。以下同じ。）の変動に応じて［０．５パーセント］の

刻みで，改定されるものとする。 

ウ 上記アの利率の改定方法の細目は，例えば，次のとおりとするものとす

る。 

(ｱ) 改定の有無が定まる日（基準日）は，１年のうち一定の日に固定して

定めるものとする。 

(ｲ) 法定利率の改定は，基準日における基準貸付利率について，従前の法

定利率が定まった日（旧基準日）の基準貸付利率と比べて［０．５パー

セント］以上の差が生じている場合に，行われるものとする。 

(ｳ) 改定後の新たな法定利率は，基準日における基準貸付利率に所要の調

整値を加えた後，これに［０．５パーセント］刻みの数値とするための

所要の修正を行うことによって定めるものとする。 

（注１）上記イの規律を設けない（固定制を維持する）という考え方がある。 
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（注２）民法の法定利率につき変動制を導入する場合における商事法定利率

（商法第５１４条）の在り方について，その廃止も含めた見直しの検討

をする必要がある。 

 

(2) 法定利率の適用の基準時等 

ア 利息を生ずべき債権について別段の意思表示がないときは，その利率は，

利息を支払う義務が生じた最初の時点の法定利率によるものとする。 

イ 金銭の給付を内容とする債務の不履行については，その損害賠償の額は，

当該債務につき債務者が遅滞の責任を負った最初の時点の法定利率による

ものとする。 

ウ 債権の存続中に法定利率の改定があった場合に，改定があった時以降の

当該債権に適用される利率は，改定後の法定利率とするものとする。 

 

(3) 中間利息控除 

損害賠償額の算定に当たって中間利息控除を行う場合には，それに用いる

割合は，年[５パーセント］とするものとする。 

（注）このような規定を設けないという考え方がある。また，中間利息控除

の割合についても前記(1)の変動制の法定利率を適用する旨の規定を設

けるという考え方がある。 

 

５ 選択債権（民法第４０６条ほか関係） 

選択債権に関する民法第４０６条から第４１１条までの規律を基本的に維持

した上で，次のように改めるものとする。 

(1) 民法第４０９条の規律に付け加えて，第三者が選択をすべき場合には，そ

の選択の意思表示は，債権者及び債務者の承諾がなければ撤回することがで

きないものとする。 

(2) 民法第４１０条を削除するものとする。 

(3) 選択の対象である給付の中に履行請求権の限界事由（後記第９，２に掲げ

る事由をいう。）があるものがある場合（第三者が選択をすべき場合を除く。）

において，その事由が選択権を有する当事者による選択権付与の趣旨に反す

る行為によって生じたときは，その選択権は，相手方に移転するものとする。 

 

第９ 履行請求権等 

１ 債権の請求力 

債権者は，債務者に対して，その債務の履行を請求することができるものと

する。 

 

２ 契約による債権の履行請求権の限界事由 

契約による債権（金銭債権を除く。）につき次に掲げるいずれかの事由（以下
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「履行請求権の限界事由」という。）があるときは，債権者は，債務者に対して

その履行を請求することができないものとする。 

ア 履行が物理的に不可能であること。 

イ 履行に要する費用が，債権者が履行により得る利益と比べて著しく過大な

ものであること。 

ウ その他，当該契約の趣旨に照らして，債務者に債務の履行を請求すること

が相当でないと認められる事由 

 

３ 履行の強制（民法第４１４条関係） 

民法第４１４条の規律を次のように改めるものとする。 

(1) 債権者が債務の履行を請求することができる場合において，債務者が任意

に債務の履行をしないときは，債権者は，民事執行法の規定に従い，直接強

制，代替執行，間接強制その他の方法による履行の強制を裁判所に請求する

ことができるものとする。ただし，債務の性質がこれを許さないときは，こ

の限りでないものとする。 

(2) 上記(1)は，損害賠償の請求を妨げないものとする。 

(3) 民法第４１４条第２項及び第３項を削除するものとする。 

（注）上記(3)については，民法第４１４条第２項及び第３項の削除に伴って，

その規定内容を民事執行法において定めることと併せて，引き続き検討す

る必要がある。 

 

第 10 債務不履行による損害賠償 

１ 債務不履行による損害賠償とその免責事由（民法第４１５条前段関係） 

民法第４１５条前段の規律を次のように改めるものとする。 

(1) 債務者がその債務の履行をしないときは，債権者は，債務者に対し，その

不履行によって生じた損害の賠償を請求することができるものとする。 

(2) 契約による債務の不履行が，当該契約の趣旨に照らして債務者の責めに帰

することのできない事由によるものであるときは，債務者は，その不履行に

よって生じた損害を賠償する責任を負わないものとする。 

(3) 契約以外による債務の不履行が，その債務が生じた原因その他の事情に照

らして債務者の責めに帰することのできない事由によるものであるときは，

債務者は，その不履行によって生じた損害を賠償する責任を負わないものと

する。 

 

２ 履行遅滞の要件（民法第４１２条関係） 

民法第４１２条の規律を維持した上で，同条第２項の規律に付け加えて，債

権者が不確定期限の到来したことを債務者に通知し，それが債務者に到達した

ときも，債務者はその到達の時から遅滞の責任を負うものとする。 
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３ 債務の履行に代わる損害賠償の要件（民法第４１５条後段関係） 

民法第４１５条後段の規律を次のように改めるものとする。 

(1) 次のいずれかに該当する場合には，債権者は，債務者に対し，債務の履行

に代えて，その不履行による損害の賠償を請求することができるものとする。 

ア その債務につき，履行請求権の限界事由があるとき。 

イ 債権者が，債務不履行による契約の解除をしたとき。 

ウ 上記イの解除がされていない場合であっても，債権者が相当の期間を定

めて債務の履行の催告をし，その期間内に履行がないとき。 

(2) 債務者がその債務の履行をする意思がない旨を表示したことその他の事由

により，債務者が履行をする見込みがないことが明白であるときも，上記(1)

と同様とするものとする。 

(3) 上記(1)又は(2)の損害賠償を請求したときは，債権者は，債務者に対し，

その債務の履行を請求することができないものとする。 

 

４ 履行遅滞後に履行請求権の限界事由が生じた場合における損害賠償の免責事

由 

履行期を経過し債務者が遅滞の責任を負う債務につき履行請求権の限界事由

が生じた場合には，債務者は，その限界事由が生じたことにつき前記１(2)又は

(3)の免責事由があるときであっても，前記３の損害賠償の責任を負うものとす

る。ただし，履行期までに債務を履行するかどうかにかかわらず履行請求権の

限界事由が生ずべきであったとき（前記１(2)又は(3)の免責事由があるときに

限る。）は，その責任を免れるものとする。 

 

５ 代償請求権 

履行請求権の限界事由が生じたのと同一の原因により債務者が債務の目的物

の代償と認められる権利又は利益を取得した場合において，債務不履行による

損害賠償につき前記１(2)又は(3)の免責事由があるときは，債権者は，自己の

受けた損害の限度で，その権利の移転又は利益の償還を請求することができる

ものとする。 

（注）「債務不履行による損害賠償につき前記１(2)又は(3)の免責事由があると

き」という要件を設けないという考え方がある。 

 

６ 契約による債務の不履行における損害賠償の範囲（民法第４１６条関係） 

民法第４１６条の規律を次のように改めるものとする。 

(1) 契約による債務の不履行に対する損害賠償の請求は，当該不履行によって

生じた損害のうち，次に掲げるものの賠償をさせることをその目的とするも

のとする。 

ア 通常生ずべき損害 

イ その他，当該不履行の時に，当該不履行から生ずべき結果として債務者
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が予見し，又は契約の趣旨に照らして予見すべきであった損害 

(2) 上記(1)に掲げる損害が，債務者が契約を締結した後に初めて当該不履行か

ら生ずべき結果として予見し，又は予見すべきものとなったものである場合

において，債務者がその損害を回避するために当該契約の趣旨に照らして相

当と認められる措置を講じたときは，債務者は，その損害を賠償する責任を

負わないものとする。 

（注１）上記(1)アの通常生ずべき損害という要件を削除するという考え方があ

る。 

（注２）上記(1)イについては，民法第４１６条第２項を基本的に維持した上で，

同項の「予見」の主体が債務者であり，｢予見｣の基準時が不履行の時であ

ることのみを明記するという考え方がある。 

 

７ 過失相殺の要件・効果（民法第４１８条関係） 

民法第４１８条の規律を次のように改めるものとする。 

債務の不履行に関して，又はこれによる損害の発生若しくは拡大に関して，

それらを防止するために状況に応じて債権者に求めるのが相当と認められる措

置を債権者が講じなかったときは，裁判所は，これを考慮して，損害賠償の額

を定めることができるものとする。 

 

８ 損益相殺 

債務者が債務の不履行による損害賠償の責任を負うべき場合において，債権

者がその不履行と同一の原因により利益を得たときは，裁判所は，これを考慮

して，損害賠償の額を定めるものとする。 

 

９ 金銭債務の特則（民法第４１９条関係） 

  (1) 民法第４１９条の規律に付け加えて，債権者は，契約による金銭債務の不

履行による損害につき，同条第１項及び第２項によらないで，損害賠償の範

囲に関する一般原則（前記６）に基づき，その賠償を請求することができる

ものとする。 

(2) 民法第４１９条第３項を削除するものとする。 

（注１）上記(1)については，規定を設けないという考え方がある。 

（注２）上記(2)については，民法第４１９条第３項を維持するという考え方が

ある。 

 

10 賠償額の予定（民法第４２０条関係） 

(1) 民法第４２０条第１項後段を削除するものとする。 

(2) 賠償額の予定をした場合において，予定した賠償額が，債権者に現に生じ

た損害の額，当事者が賠償額の予定をした目的その他の事情に照らして著し

く過大であるときは，債権者は，相当な部分を超える部分につき，債務者に
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その履行を請求することができないものとする。 

（注１）上記(1)については，民法第４２０条第１項後段を維持するという考え

方がある。 

（注２）上記(2)については，規定を設けないという考え方がある。 

 

第 11 契約の解除 

１ 債務不履行による契約の解除の要件（民法第５４１条ほか関係） 

   民法第５４１条から第５４３条までの規律を次のように改めるものとする。 

(1) 当事者の一方がその債務を履行しない場合において，相手方が相当の期間

を定めて履行の催告をし，その期間内に履行がないときは，相手方は，契約

の解除をすることができるものとする。ただし，その期間が経過した時の不

履行が契約をした目的の達成を妨げるものでないときは，この限りでないも

のとする。 

(2) 当事者の一方がその債務を履行しない場合において，その不履行が次に掲

げるいずれかの要件に該当するときは，相手方は，上記(1)の催告をすること

なく，契約の解除をすることができるものとする。 

ア 契約の性質又は当事者の意思表示により，特定の日時又は一定の期間内

に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において，

当事者の一方が履行をしないでその時期を経過したこと。 

イ その債務の全部につき，履行請求権の限界事由があること。 

ウ 上記ア又はイに掲げるもののほか，当事者の一方が上記(1)の催告を受け

ても契約をした目的を達するのに足りる履行をする見込みがないことが明

白であること。 

(3) 当事者の一方が履行期の前にその債務の履行をする意思がない旨を表示し

たことその他の事由により，その当事者の一方が履行期に契約をした目的を

達するのに足りる履行をする見込みがないことが明白であるときも，上記(2)

と同様とするものとする。 

 (注) 解除の原因となる債務不履行が「債務者の責めに帰することができない

事由」（民法第５４３条参照）による場合には，上記(1)から(3)までのいず

れかに該当するときであっても，契約の解除をすることができないものと

するという考え方がある。 

 

２ 複数契約の解除 

同一の当事者間で締結された複数の契約につき，それらの契約の内容が相互

に密接に関連付けられている場合において，そのうち一の契約に債務不履行に

よる解除の原因があり，これによって複数の契約をした目的が全体として達成

できないときは，相手方は，当該複数の契約の全てを解除することができるも

のとする。 

（注）このような規定を設けないという考え方がある。 
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３ 契約の解除の効果（民法第５４５条関係） 

民法第５４５条の規律を次のように改めるものとする。 

(1) 当事者の一方がその解除権を行使したときは，各当事者は，その契約に基

づく債務の履行を請求することができないものとする。 

(2) 上記(1)の場合には，各当事者は，その相手方を原状に復させる義務を負う

ものとする。ただし，第三者の権利を害することはできないものとする。 

(3) 上記(2)の義務を負う場合において，金銭を返還するときは，その受領の時

から利息を付さなければならないものとする。 

(4) 上記(2)の義務を負う場合において，給付を受けた金銭以外のものを返還す

るときは，その給付を受けたもの及びそれから生じた果実を返還しなければ

ならないものとする。この場合において，その給付を受けたもの及びそれか

ら生じた果実を返還することができないときは，その価額を償還しなければ

ならないものとする。 

(5) 上記(4)により償還の義務を負う者が相手方の債務不履行により契約の解

除をした者であるときは，給付を受けたものの価額の償還義務は，自己が当

該契約に基づいて給付し若しくは給付すべきであった価額又は現に受けてい

る利益の額のいずれか多い額を限度とするものとする。 

(6) 解除権の行使は，損害賠償の請求を妨げないものとする。 

（注）上記(5)について，「自己が当該契約に基づいて給付し若しくは給付すべ

きであった価値の額又は現に受けている利益の額のいずれか多い額」を限

度とするのではなく，「給付を受けた者が当該契約に基づいて給付し若しく

は給付すべきであった価値の額」を限度とするという考え方がある。 

 

４ 解除権の消滅（民法第５４７条及び第５４８条関係） 

(1) 民法第５４７条の規定は，解除権を有する者の履行請求権につき履行請求

権の限界事由があり，かつ，履行に代わる損害賠償につき前記第 10，１(2)

の免責事由があるときは，適用しないものとする。 

(2) 民法第５４８条を削除するものとする。 

（注）上記(1)については，規定を設けないという考え方がある。 

 

第 12 危険負担 

１ 危険負担に関する規定の削除（民法第５３４条ほか関係） 

民法第５３４条，第５３５条及び第５３６条第１項を削除するものとする。 

（注）民法第５３６条第１項を維持するという考え方がある。 

 

２ 債権者の責めに帰すべき事由による不履行の場合の解除権の制限（民法第５

３６条第２項関係） 

(1) 債務者がその債務を履行しない場合において，その不履行が契約の趣旨に
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照らして債権者の責めに帰すべき事由によるものであるときは，債権者は，

契約の解除をすることができないものとする。 

(2) 上記(1)により債権者が契約の解除をすることができない場合には，債務者

は，履行請求権の限界事由があることにより自己の債務を免れるときであっ

ても，反対給付の請求をすることができるものとする。この場合において，

債務者は，自己の債務を免れたことにより利益を得たときは，それを債権者

に償還しなければならないものとする。 

 

第 13 受領（受取）遅滞 

民法第４１３条の規律を次のように改めるものとする。 

債権者が債務の履行を受けることを拒み，又は受けることができないときは，

履行の提供があった時から，次の効果が生ずるものとする。 

ア 増加した履行の費用は，債権者が負担するものとする。 

イ 債権の内容が特定物の引渡しであるときは，債務者は，引渡しまで，前記

第８，１の区分に従い，それぞれ前記第８，１よりも軽減される保存義務を

負うものとする。 

（注）前記第８，１で民法第４００条の規律を維持することとする場合には，

上記イにつき「自己の財産に対するのと同一の注意」をもって保存する義

務を負う旨を定めるという考え方がある。 

 

第 14 債権者代位権 

１ 責任財産の保全を目的とする債権者代位権 

(1) 債権者は，自己の債権を保全するため必要があるときは，債務者に属する

権利を行使することができるものとする。 

(2) 債権者は，被保全債権の期限が到来しない間は，保存行為を除き，上記(1)

の権利の行使をすることができないものとする。 

(3) 次のいずれかに該当する場合には，債権者は，上記(1)の権利の行使をする

ことができないものとする。 

ア 当該権利が債務者の一身に専属するものである場合 

イ 当該権利が差押えの禁止されたものである場合 

ウ 被保全債権が強制執行によって実現することのできないものである場合 

（注）上記(1)については，債務者の無資力を要件として明記するという考え方

がある。 

 

２ 代位行使の範囲 

債権者は，前記１の代位行使をする場合において，その代位行使に係る権利

の全部を行使することができるものとする。この場合において，当該権利の価

額が被保全債権の額を超えるときは，債権者は，当該権利以外の債務者の権利

を行使することができないものとする。 
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（注）被代位権利の行使範囲を被保全債権の額の範囲に限定するという考え方

がある。 

 

３ 代位行使の方法等 

(1) 債権者は，前記１の代位行使をする場合において，その代位行使に係る権

利が金銭その他の物の引渡しを求めるものであるときは，その物を自己に対

して引き渡すことを求めることができるものとする。この場合において，相

手方が債権者に対して金銭その他の物を引き渡したときは，代位行使に係る

権利は，これによって消滅するものとする。 

(2) 上記(1)により相手方が債権者に対して金銭その他の物を引き渡したとき

は，債権者は，その金銭その他の物を債務者に対して返還しなければならな

いものとする。この場合において，債権者は，その返還に係る債務を受働債

権とする相殺をすることができないものとする。 

（注１）上記(1)については，代位債権者による直接の引渡請求を認めない旨の

規定を設けるという考え方がある。 

（注２）上記(2)については，規定を設けない（相殺を禁止しない）という考え

方がある。 

 

４ 代位債権者の善管注意義務 

債権者は，前記１の代位行使をするときは，善良な管理者の注意をもって，

これをしなければならないものとする。 

 

５ 債権者代位権の行使に必要な費用 

債権者は，前記１の代位行使をするために必要な費用を支出したときは，債

務者に対し，その費用の償還を請求することができるものとする。この場合に

おいて，債権者は，その費用の償還請求権について，共益費用に関する一般の

先取特権を有するものとする。 

 

６ 代位行使の相手方の抗弁 

前記１の代位行使の相手方は，債務者に対する弁済その他の抗弁をもって，

債権者に対抗することができるものとする。 

 

７ 債務者の処分権限 

債権者が前記１の代位行使をした場合であっても，債務者は，その代位行使

に係る権利について，自ら取立てその他の処分をすることを妨げられないもの

とする。その代位行使が訴えの提起による場合であっても，同様とするものと

する。 
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８ 訴えの提起による債権者代位権の行使の場合の訴訟告知 

債権者は，訴えの提起によって前記１の代位行使をしたときは，遅滞なく，

債務者に対し，訴訟告知をしなければならないものとする。 

 

９ 責任財産の保全を目的としない債権者代位権 

(1) 不動産の譲受人は，譲渡人が第三者に対する所有権移転の登記手続を求め

る権利を行使しないことによって，自己の譲渡人に対する所有権移転の登記

手続を求める権利の実現が妨げられているときは，譲渡人の第三者に対する

当該権利を行使することができるものとする。 

(2) 上記(1)の代位行使のほか，債権者は，債務者に属する権利が行使されない

ことによって，自己の債務者に対する権利の実現が妨げられている場合にお

いて，その権利を実現するために他に適当な方法がないときは，その権利の

性質に応じて相当と認められる限りにおいて，債務者に属する権利を行使す

ることができるものとする。 

(3) 上記(1)又は(2)による代位行使については，その性質に反しない限り，前

記１(3)及び２から８までを準用するものとする。 

（注１）上記(1)については，規定を設けないという考え方がある。 

（注２）上記(2)については，その要件を「債権者代位権の行使により債務者が

利益を享受し，その利益によって債権者の権利が保全される場合」とする

という考え方がある。また，規定を設けない（解釈に委ねる）という考え

方がある。 

 

第 15 詐害行為取消権 

１ 受益者に対する詐害行為取消権の要件 

(1) 債権者は，債務者が債権者を害することを知ってした行為の取消しを裁判

所に請求することができるものとする。 

(2) 債権者は，上記(1)の請求において，上記(1)の行為の取消しとともに，受

益者に対し，当該行為によって逸出した財産の返還を請求することができる

ものとする。 

(3) 上記(1)の請求においては，債務者及び受益者を被告とするものとする。 

(4) 上記(1)の請求は，被保全債権が上記(1)の行為の前に生じたものである場

合に限り，することができるものとする。 

(5) 上記(1)の請求は，次のいずれかに該当する場合には，することができない

ものとする。 

ア 受益者が，上記(1)の行為の当時，債権者を害すべき事実を知らなかった

場合 

イ 上記(1)の行為が財産権を目的としないものである場合 

ウ 被保全債権が強制執行によって実現することのできないものである場合 

（注１）上記(1)については，債務者の無資力を要件として明記するという考え
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方がある。 

（注２）上記(3)については，債務者を被告とするのではなく，債務者に対する

訴訟告知を取消債権者に義務付けるとする考え方がある。 

（注３）上記(4)については，被保全債権が上記(1)の行為の後に生じたもので

ある場合であっても，それが上記(1)の行為の前の原因に基づいて生じたも

のであるときは，詐害行為取消権を行使することができるとする考え方が

ある。 

 

２ 相当の対価を得てした行為の特則 

(1) 債務者が，その有する財産を処分する行為をした場合において，受益者か

ら相当の対価を取得しているときは，債権者は，次に掲げる要件のいずれに

も該当する場合に限り，その行為について前記１の取消しの請求をすること

ができるものとする。 

ア 当該行為が，不動産の金銭への換価その他の当該処分による財産の種類

の変更により，債務者において隠匿，無償の供与その他の債権者を害する

処分（以下「隠匿等の処分」という。）をするおそれを現に生じさせるもの

であること。 

イ 債務者が，当該行為の当時，対価として取得した金銭その他の財産につ

いて，隠匿等の処分をする意思を有していたこと。 

ウ 受益者が，当該行為の当時，債務者が隠匿等の処分をする意思を有して

いたことを知っていたこと。 

(2) 上記(1)の適用については，受益者が債務者の親族，同居者，取締役，親会

社その他の債務者の内部者であったときは，受益者は，当該行為の当時，債

務者が隠匿等の処分をする意思を有していたことを知っていたものと推定す

るものとする。 

 

３ 特定の債権者を利する行為の特則 

(1) 債務者が既存の債務についてした担保の供与又は債務の消滅に関する行為

について，債権者は，次に掲げる要件のいずれにも該当する場合に限り，前

記１の取消しの請求をすることができるものとする。 

ア 当該行為が，債務者が支払不能であった時にされたものであること。た

だし，当該行為の後，債務者が支払不能でなくなったときを除くものとす

る。 

イ 当該行為が，債務者と受益者とが通謀して他の債権者を害する意図をも

って行われたものであること。 

(2) 上記(1)の行為が債務者の義務に属せず，又はその時期が債務者の義務に属

しないものである場合において，次に掲げる要件のいずれにも該当するとき

は，債権者は，その行為について前記１の取消しの請求をすることができる

ものとする。 
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ア 当該行為が，債務者が支払不能になる前３０日以内にされたものである

こと。ただし，当該行為の後３０日以内に債務者が支払不能になった後，

債務者が支払不能でなくなったときを除くものとする。 

イ 当該行為が，債務者と受益者とが通謀して他の債権者を害する意図をも

って行われたものであること。 

(3) 上記(1)又は(2)の適用については，受益者が債務者の親族，同居者，取締

役，親会社その他の債務者の内部者であったときは，それぞれ上記(1)イ又は

(2)イの事実を推定するものとする。上記(1)の行為が債務者の義務に属せず，

又はその方法若しくは時期が債務者の義務に属しないものであるときも，同

様とするものとする。 

(4) 上記(1)の適用については，債務者の支払の停止（上記(1)の行為の前１年

以内のものに限る。）があった後は，支払不能であったものと推定するものと

する。 

 

４ 過大な代物弁済等の特則 

債務者がした債務の消滅に関する行為であって，受益者の受けた給付の価額

が当該行為によって消滅した債務の額より過大であるものについて，前記１の

要件（受益者に対する詐害行為取消権の要件）に該当するときは，債権者は，

その消滅した債務の額に相当する部分以外の部分に限り，前記１の取消しの請

求をすることができるものとする。 

 

５ 転得者に対する詐害行為取消権の要件 

(1) 債権者は，受益者に対する詐害行為取消権を行使することができる場合に

おいて，その詐害行為によって逸出した財産を転得した者があるときは，次

のア又はイに掲げる区分に応じ，それぞれ当該ア又はイに定める場合に限り，

転得者に対する詐害行為取消権の行使として，債務者がした受益者との間の

行為の取消しを裁判所に請求することができるものとする。 

ア 当該転得者が受益者から転得した者である場合 

当該転得者が，その転得の当時，債務者がした受益者との間の行為につ

いて債権者を害すべき事実を知っていた場合 

イ 当該転得者が他の転得者から転得した者である場合 

当該転得者のほか，当該転得者の前に転得した全ての転得者が，それぞ

れの転得の当時，債務者がした受益者との間の行為について債権者を害す

べき事実を知っていた場合 

(2) 債権者は，上記(1)の請求において，上記(1)の行為の取消しとともに，転

得者に対し，当該行為によって逸出した財産の返還を請求することができる

ものとする。 

(3) 上記(1)の請求においては，債務者及び転得者（上記(1)及び(2)の請求の相

手方である転得者に限る。）を被告とするものとする。 
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(4) 上記(1)の適用については，転得者が債務者の親族，同居者，取締役，親会

社その他の債務者の内部者であったときは，当該転得者は，その転得の当時，

債務者がした受益者との間の行為について債権者を害すべき事実を知ってい

たものと推定するものとする。 

（注）上記(3)については，債務者を被告とするのではなく，債務者に対する訴

訟告知を取消債権者に義務付けるとする考え方がある。 

 

６ 詐害行為取消しの効果 

詐害行為取消しの訴えに係る請求を認容する確定判決は，債務者の全ての債

権者（詐害行為の時又は判決確定の時より後に債権者となった者を含む。）に対

してその効力を有するものとする。 

 

７ 詐害行為取消しの範囲 

債権者は，詐害行為取消権を行使する場合（前記４の場合を除く。）において，

その詐害行為の全部の取消しを請求することができるものとする。この場合に

おいて，その詐害行為によって逸出した財産又は消滅した権利の価額が被保全

債権の額を超えるときは，債権者は，その詐害行為以外の債務者の行為の取消

しを請求することができないものとする。 

（注）詐害行為取消権の行使範囲を被保全債権の額の範囲に限定するという考

え方がある。 

 

８ 逸出財産の返還の方法等 

(1) 債権者は，前記１(2)又は５(2)により逸出した財産の現物の返還を請求す

る場合には，受益者又は転得者に対し，次のアからエまでに掲げる区分に応

じ，それぞれ当該アからエまでに定める方法によって行うことを求めるもの

とする。 

ア 詐害行為による財産の逸出について登記（登録を含む。）がされている場

合（下記イの場合を除く。） 

当該登記の抹消登記手続又は債務者を登記権利者とする移転登記手続を

する方法 

イ 詐害行為によって逸出した財産が債権である場合 

(ｱ) 当該債権の逸出について債権譲渡通知がされているときは，当該債権

の債務者に対して当該債権が受益者又は転得者から債務者に移転した旨

の通知をする方法 

(ｲ) 当該債権の逸出について債権譲渡登記がされているときは，債権譲渡

登記の抹消登記手続又は債務者を譲受人とする債権譲渡登記手続をする

方法。ただし，上記(ｱ)の債権譲渡通知の方法によって行うことを求める

こともできるものとする。 

ウ 詐害行為によって逸出した財産が金銭その他の動産である場合 
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金銭その他の動産を債務者に対して引き渡す方法。この場合において，

債権者は，金銭その他の動産を自己に対して引き渡すことを求めることも

できるものとする。 

エ 上記アからウまでの場合以外の場合 

詐害行為によって逸出した財産の性質に従い，当該財産の債務者への回

復に必要な方法 

(2) 上記(1)の現物の返還が困難であるときは，債権者は，受益者又は転得者に

対し，価額の償還を請求することができるものとする。この場合において，

債権者は，その償還金を自己に対して支払うことを求めることもできるもの

とする。 

(3) 上記(1)ウ又は(2)により受益者又は転得者が債権者に対して金銭その他の

動産を引き渡したときは，債務者は，受益者又は転得者に対し，金銭その他

の動産の引渡しを請求することができないものとする。受益者又は転得者が

債務者に対して金銭その他の動産を引き渡したときは，債権者は，受益者又

は転得者に対し，金銭その他の動産の引渡しを請求することができないもの

とする。 

(4) 上記(1)ウ又は(2)により受益者又は転得者が債権者に対して金銭その他の

動産を引き渡したときは，債権者は，その金銭その他の動産を債務者に対し

て返還しなければならないものとする。この場合において，債権者は，その

返還に係る債務を受働債権とする相殺をすることができないものとする。 

（注１）上記(1)ウ及び(2)については，取消債権者による直接の引渡請求を認

めない旨の規定を設けるという考え方がある。 

（注２）上記(4)については，規定を設けない（相殺を禁止しない）という考え

方がある。 

 

９ 詐害行為取消権の行使に必要な費用 

(1) 債権者は，詐害行為取消権を行使するために必要な費用を支出したときは，

債務者に対し，その費用の償還を請求することができるものとする。この場

合において，債権者は，その費用の償還請求権について，共益費用に関する

一般の先取特権を有するものとする。 

(2) 上記(1)の一般の先取特権は，後記１１(2)の特別の先取特権に優先するも

のとする。 

 

10 受益者の債権の回復 

債務者がした債務の消滅に関する行為が取り消された場合において，受益者

が債務者から受けた給付を返還し，又はその価額を償還したときは，受益者の

債務者に対する債権は，これによって原状に復するものとする。 
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11 受益者が現物の返還をすべき場合における受益者の反対給付 

(1) 債務者がした財産の処分に関する行為が取り消された場合において，受益

者が債務者から取得した財産（金銭を除く。）を返還したときは，受益者は，

債務者に対し，当該財産を取得するためにした反対給付の現物の返還を請求

することができるものとする。この場合において，反対給付の現物の返還が

困難であるときは，受益者は，債務者に対し，価額の償還を請求することが

できるものとする。 

(2) 上記(1)の場合において，受益者は，債務者に対する金銭の返還又は価額の

償還の請求権について，債務者に返還した財産を目的とする特別の先取特権

を有するものとする。ただし，債務者が，当該財産を受益者に処分した当時，

その反対給付について隠匿等の処分（前記２(1)ア参照）をする意思を有して

おり，かつ，受益者が，その当時，債務者が隠匿等の処分をする意思を有し

ていたことを知っていたときは，受益者は，その特別の先取特権を有しない

ものとする。 

(3) 上記(2)の適用については，受益者が債務者の親族，同居者，取締役，親会

社その他の債務者の内部者であったときは，受益者は，当該行為の当時，債

務者が隠匿等の処分をする意思を有していたことを知っていたものと推定す

るものとする。 

 

12 受益者が金銭の返還又は価額の償還をすべき場合における受益者の反対給付 

(1) 債務者がした財産の処分に関する行為が取り消された場合において，受益

者が債務者から取得した財産である金銭を返還し，又は債務者から取得した

財産の価額を償還すべきときは，受益者は，当該金銭の額又は当該財産の価

額からこれを取得するためにした反対給付の価額を控除した額の返還又は償

還をすることができるものとする。ただし，債務者が，当該財産を受益者に

処分した当時，その反対給付について隠匿等の処分（前記２(1)ア参照）をす

る意思を有しており，かつ，受益者が，その当時，債務者が隠匿等の処分を

する意思を有していたことを知っていたときは，受益者は，当該金銭の額又

は当該財産の価額の全額の返還又は償還をしなければならないものとする。 

(2) 上記(1)の場合において，受益者が全額の返還又は償還をしたときは，受益

者は，債務者に対し，反対給付の現物の返還を請求することができるものと

する。この場合において，反対給付の現物の返還が困難であるときは，受益

者は，債務者に対し，価額の償還を請求することができるものとする。 

(3) 上記(1)の適用については，受益者が債務者の親族，同居者，取締役，親会

社その他の債務者の内部者であったときは，受益者は，当該行為の当時，債

務者が隠匿等の処分をする意思を有していたことを知っていたものと推定す

るものとする。 
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13 転得者の前者に対する反対給付等 

債務者がした受益者との間の行為が転得者に対する詐害行為取消権の行使に

よって取り消された場合において，転得者が前者から取得した財産を返還し，

又はその価額を償還したときは，転得者は，受益者が当該財産を返還し，又は

その価額を償還したとすれば前記１０によって回復すべき債権又は前記１１に

よって生ずべき反対給付の返還若しくは償還に係る請求権を，転得者の前者に

対する反対給付の価額又は転得者が前者に対して有していた債権の価額の限度

で，行使することができるものとする。 

（注）このような規定を設けない（解釈に委ねる）という考え方，詐害行為取

消権を行使された転得者の前者に対する反対給付の全額の返還請求又は転

得者が前者に対して有していた債権の全額の回復を無条件に認めるという

考え方がある。 

 

14 詐害行為取消権の行使期間 

詐害行為取消しの訴えは，債務者が債権者を害することを知って詐害行為を

した事実を債権者が知った時から２年を経過したときは，提起することができ

ないものとする。詐害行為の時から［１０年］を経過したときも，同様とする

ものとする。 

 

第 16 多数当事者の債権及び債務（保証債務を除く。） 

１ 債務者が複数の場合 

(1) 同一の債務について数人の債務者がある場合において，当該債務の内容が

その性質上可分であるときは，各債務者は，分割債務を負担するものとする。

ただし，法令又は法律行為の定めがある場合には，各債務者は，連帯債務を

負担するものとする。 

(2) 同一の債務について数人の債務者がある場合において，当該債務の内容が

その性質上不可分であるときは，各債務者は，不可分債務を負担するものと

する。 

 

２ 分割債務（民法第４２７条関係） 

分割債務を負担する数人の債務者は，当事者間に別段の合意がないときは，

それぞれ等しい割合で義務を負うものとする。 

 

３ 連帯債務者の一人について生じた事由の効力等 

(1) 履行の請求（民法第４３４条関係） 

民法第４３４条の規律を改め，連帯債務者の一人に対する履行の請求は，

当事者間に別段の合意がある場合を除き，他の連帯債務者に対してその効力

を生じないものとする。 

（注）連帯債務者の一人に対する履行の請求が相対的効力事由であることを原
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則としつつ，各債務者間に協働関係がある場合に限りこれを絶対的効力事

由とするという考え方がある。 

 

(2) 更改，相殺等の事由（民法第４３５条から第４４０条まで関係） 

民法第４３５条から第４４０条まで（同法第４３６条第１項を除く。）の規

律を次のように改めるものとする。 

ア 連帯債務者の一人について生じた更改，免除，混同，時効の完成その他

の事由は，当事者間に別段の合意がある場合を除き，他の連帯債務者に対

してその効力を生じないものとする。 

イ 債務の免除を受けた連帯債務者は，他の連帯債務者からの求償に応じた

としても，債権者に対してその償還を請求することはできないものとする。 

ウ 連帯債務者の一人が債権者に対して債権を有する場合において，その連

帯債務者が相殺を援用しない間は，その連帯債務者の負担部分の限度で，

他の連帯債務者は，自己の債務の履行を拒絶することができるものとする。 

（注）上記アのうち連帯債務者の一人について生じた混同については，その

連帯債務者の負担部分の限度で他の連帯債務者もその債務を免れるもの

とするという考え方がある。 

 

(3) 破産手続の開始（民法第４４１条関係） 

民法第４４１条を削除するものとする。 

 

４ 連帯債務者間の求償関係 

(1) 連帯債務者間の求償権（民法第４４２条第１項関係） 

民法第４４２条第１項の規律を次のように改めるものとする。 

ア 連帯債務者の一人が弁済をし，その他自己の財産をもって共同の免責を

得たときは，その連帯債務者は，自己の負担部分を超える部分に限り，他

の連帯債務者に対し，各自の負担部分について求償権を有するものとする。 

イ 連帯債務者の一人が代物弁済をし，又は更改後の債務の履行をして上記

アの共同の免責を得たときは，その連帯債務者は，出えんした額のうち自

己の負担部分を超える部分に限り，他の連帯債務者に対し，各自の負担部

分について求償権を有するものとする。 

（注）他の連帯債務者に対する求償権の発生のために自己の負担部分を超え

る出えんを必要としないものとする考え方がある。 

 

(2) 連帯債務者間の通知義務（民法第４４３条関係） 

民法第４４３条第１項を削除し，同条第２項の規律を次のように改めるも

のとする。 

連帯債務者の一人が弁済をし，その他自己の財産をもって共同の免責を得

た場合において，その連帯債務者が，他に連帯債務者がいることを知りなが
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ら，これを他の連帯債務者に通知することを怠っている間に，他の連帯債務

者が善意で弁済その他共同の免責のための有償の行為をし，これを先に共同

の免責を得た連帯債務者に通知したときは，当該他の連帯債務者は，自己の

弁済その他共同の免責のためにした行為を有効であったものとみなすことが

できるものとする。 

 

(3) 負担部分を有する連帯債務者が全て無資力者である場合の求償関係（民法

第４４４条本文関係） 

民法第４４４条本文の規律に付け加えて，負担部分を有する全ての連帯債

務者が償還をする資力を有しない場合において，負担部分を有しない連帯債

務者の一人が弁済をし，その他自己の財産をもって共同の免責を得たときは，

その連帯債務者は，負担部分を有しない他の連帯債務者のうちの資力がある

者に対し，平等の割合で分割してその償還を請求することができるものとす

る。 

 

(4) 連帯の免除をした場合の債権者の負担（民法第４４５条関係） 

民法第４４５条を削除するものとする。 

 

５ 不可分債務 

(1) 民法第４３０条の規律を改め，数人が不可分債務を負担するときは，その

性質に反しない限り，連帯債務に関する規定を準用するものとする。 

(2) 民法第４３１条のうち不可分債務に関する規律に付け加えて，不可分債務

の内容がその性質上可分となったときは，当事者の合意によって，これを連

帯債務とすることができるものとする。 

 

６ 債権者が複数の場合 

(1) 同一の債権について数人の債権者がある場合において，当該債権の内容が

その性質上可分であるときは，各債権者は，分割債権を有するものとする。

ただし，法令又は法律行為の定めがある場合には，各債権者は，連帯債権を

有するものとする。 

(2) 同一の債権について数人の債権者がある場合において，当該債権の内容が

その性質上不可分であるときは，各債権者は，不可分債権を有するものとす

る。 

 

７ 分割債権（民法第４２７条関係） 

分割債権を有する数人の債権者は，当事者間に別段の合意がないときは，そ

れぞれ等しい割合で権利を有するものとする。 
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８ 連帯債権 

連帯債権に関する規定を新設し，次のような規律を設けるものとする。 

(1) 連帯債権を有する数人の債権者は，すべての債権者のために履行を請求す

ることができ，その債務者は，すべての債権者のために各債権者に対して履

行をすることができるものとする。 

(2) 連帯債権者の一人と債務者との間に更改，免除又は混同があった場合にお

いても，他の連帯債権者は，債務の全部の履行を請求することができるもの

とする。この場合に，その一人の連帯債権者がその権利を失わなければ分与

される利益を債務者に償還しなければならないものとする。 

(3) 上記(2)の場合のほか，連帯債権者の一人の行為又は一人について生じた

事由は，他の連帯債権者に対してその効力を生じないものとする。 

 

９ 不可分債権 

(1) 民法第４２８条の規律を改め，数人が不可分債権を有するときは，その性

質に反しない限り，連帯債権に関する規定を準用するものとする。 

(2) 民法第４３１条のうち不可分債権に関する規律に付け加えて，不可分債権

の内容がその性質上可分となったときは，当事者の合意によって，これを連

帯債権とすることができるものとする。 

 

第 17 保証債務 

１ 保証債務の付従性（民法第４４８条関係） 

保証債務の付従性に関する民法第４４８条の規律を維持した上で，新たに次

のような規律を付け加えるものとする。 

(1) 主たる債務の目的又は態様が保証契約の締結後に減縮された場合には，保

証人の負担は，主たる債務の限度に減縮されるものとする。 

(2) 主たる債務の目的又は態様が保証契約の締結後に加重された場合には，保

証人の負担は，加重されないものとする。 

 

２ 主たる債務者の有する抗弁（民法第４５７条第２項関係） 

民法第４５７条第２項の規律を次のように改めるものとする。 

(1) 保証人は，主たる債務者が主張することができる抗弁をもって債権者に対

抗することができるものとする。 

(2) 主たる債務者が債権者に対して相殺権，取消権又は解除権を有するときは，

これらの権利の行使によって主たる債務者が主たる債務の履行を免れる限度

で，保証人は，債権者に対して債務の履行を拒むことができるものとする。 

 

３ 保証人の求償権 

(1) 委託を受けた保証人の求償権（民法第４５９条・第４６０条関係） 

民法第４５９条及び第４６０条の規律を基本的に維持した上で，次のよう
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に改めるものとする。 

ア 民法第４５９条第１項の規律に付け加えて，保証人が主たる債務者の委

託を受けて保証をした場合において，主たる債務の期限が到来する前に，

弁済その他自己の財産をもって債務を消滅させるべき行為をしたときは，

主たる債務者は，主たる債務の期限が到来した後に，債務が消滅した当時

に利益を受けた限度で，同項による求償に応ずれば足りるものとする。 

イ 民法第４６０条第３号を削除するものとする。 

 

(2) 保証人の通知義務 

民法第４６３条の規律を次のように改めるものとする。 

ア 保証人が主たる債務者の委託を受けて保証をした場合において，保証人

が弁済その他自己の財産をもって主たる債務者にその債務を免れさせる行

為をしたにもかかわらず，これを主たる債務者に通知することを怠ってい

る間に，主たる債務者が善意で弁済その他免責のための有償の行為をし，

これを保証人に通知したときは，主たる債務者は，自己の弁済その他免責

のためにした行為を有効であったものとみなすことができるものとする。 

イ 保証人が主たる債務者の委託を受けて保証をした場合において，主たる

債務者が弁済その他自己の財産をもって債務を消滅させるべき行為をした

にもかかわらず，これを保証人に通知することを怠っている間に，保証人

が善意で弁済その他免責のための有償の行為をし，これを主たる債務者に

通知したときは，保証人は，自己の弁済その他免責のためにした行為を有

効であったものとみなすことができるものとする。 

ウ 保証人が主たる債務者の委託を受けないで保証をした場合（主たる債務

者の意思に反して保証をした場合を除く。）において，保証人が弁済その他

自己の財産をもって主たる債務者にその債務を免れさせる行為をしたにも

かかわらず，これを主たる債務者に通知することを怠っている間に，主た

る債務者が善意で弁済その他免責のための有償の行為をしたときは，主た

る債務者は，自己の弁済その他免責のためにした行為を有効であったもの

とみなすことができるものとする。 

 

４ 連帯保証人に対する履行の請求の効力（民法第４５８条関係） 

連帯保証人に対する履行の請求は，当事者間に別段の合意がある場合を除き，

主たる債務者に対してその効力を生じないものとする。 

（注）連帯保証人に対する履行の請求が相対的効力事由であることを原則とし

つつ，主たる債務者と連帯保証人との間に協働関係がある場合に限りこれ

を絶対的効力事由とするという考え方がある。 

 

５ 根保証 

(1) 民法第４６５条の２（極度額）及び第４６５条の４（元本確定事由）の規
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律の適用範囲を拡大し，保証人が個人である根保証契約一般に適用するもの

とする。 

(2) 民法第４６５条の３（元本確定期日）の規律の適用範囲を上記(1)と同様

に拡大するかどうかについて，引き続き検討する。 

(3) 一定の特別な事情がある場合に根保証契約の保証人が主たる債務の元本の

確定を請求することができるものとするかどうかについて，引き続き検討す

る。 

 

６ 保証人保護の方策の拡充 

(1) 個人保証の制限 

次に掲げる保証契約は，保証人が主たる債務者の［いわゆる経営者］であ

るものを除き，無効とするかどうかについて，引き続き検討する。 

ア 主たる債務の範囲に金銭の貸渡し又は手形の割引を受けることによっ

て負担する債務（貸金等債務）が含まれる根保証契約であって，保証人が

個人であるもの 

イ 債務者が事業者である貸金等債務を主たる債務とする保証契約であっ

て，保証人が個人であるもの 

 

(2) 契約締結時の説明義務，情報提供義務 

事業者である債権者が，個人を保証人とする保証契約を締結しようとする

場合には，保証人に対し，次のような事項を説明しなければならないものと

し，債権者がこれを怠ったときは，保証人がその保証契約を取り消すことが

できるものとするかどうかについて，引き続き検討する。 

ア 保証人は主たる債務者がその債務を履行しないときにその履行をする責

任を負うこと。 

イ 連帯保証である場合には，連帯保証人は催告の抗弁，検索の抗弁及び分

別の利益を有しないこと。 

ウ 主たる債務の内容（元本の額，利息・損害金の内容，条件・期限の定め

等） 

エ 保証人が主たる債務者の委託を受けて保証をした場合には，主たる債務

者の［信用状況］ 

 

(3) 主たる債務の履行状況に関する情報提供義務 

事業者である債権者が，個人を保証人とする保証契約を締結した場合には，

保証人に対し，以下のような説明義務を負うものとし，債権者がこれを怠っ

たときは，その義務を怠っている間に発生した遅延損害金に係る保証債務の

履行を請求することができないものとするかどうかについて，引き続き検討

する。 

ア 債権者は，保証人から照会があったときは，保証人に対し，遅滞なく主
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たる債務の残額［その他の履行の状況］を通知しなければならないものと

する。 

イ 債権者は，主たる債務の履行が遅延したときは，保証人に対し，遅滞な

くその事実を通知しなければならないものとする。 

 

(4) その他の方策 

保証人が個人である場合におけるその責任制限の方策として，次のような

制度を設けるかどうかについて，引き続き検討する。 

ア 裁判所は，主たる債務の内容，保証契約の締結に至る経緯やその後の経

過，保証期間，保証人の支払能力その他一切の事情を考慮して，保証債務

の額を減免することができるものとする。 

イ 保証契約を締結した当時における保証債務の内容がその当時における保

証人の財産・収入に照らして過大であったときは，債権者は，保証債務の

履行を請求する時点におけるその内容がその時点における保証人の財産・

収入に照らして過大でないときを除き，保証人に対し，保証債務の［過大

な部分の］履行を請求することができないものとする。 

 

第 18 債権譲渡 

１ 債権の譲渡性とその制限（民法第４６６条関係） 

  民法第４６６条の規律を次のように改めるものとする。 

 (1) 債権は，譲り渡すことができるものとする。ただし，その性質がこれを許

さないときは，この限りでないものとする。 

 (2) 当事者が上記(1)に反する内容の特約（以下「譲渡制限特約」という。）を

した場合であっても，債権の譲渡は，下記(3)の限度での制限があるほか，そ

の効力を妨げられないものとする。 

 (3) 譲渡制限特約のある債権が譲渡された場合において，譲受人に悪意又は重

大な過失があるときは，債務者は，当該特約をもって譲受人に対抗すること

ができるものとする。この場合において，当該特約は，次に掲げる効力を有

するものとする。 

  ア 債務者は，譲受人が権利行使要件（後記２(1)【甲案】ウ又は【乙案】イ

の通知をすることをいう。以下同じ。）を備えた後であっても，譲受人に対

して債務の履行を拒むことができること。 

  イ 債務者は，譲受人が権利行使要件を備えた後であっても，譲渡人に対し

て弁済その他の当該債権を消滅させる行為をすることができ，かつ，その

事由をもって譲受人に対抗することができること。 

 (4) 上記(3)に該当する場合であっても，次に掲げる事由が生じたときは，債務

者は，譲渡制限特約をもって譲受人に対抗することができないものとする。

この場合において，債務者は，当該特約を譲受人に対抗することができなく

なった時まで（ウについては，当該特約を対抗することができなくなったこ
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とを債務者が知った時まで）に譲渡人に対して生じた事由をもって譲受人に

対抗することができるものとする。 

  ア 債務者が譲渡人又は譲受人に対して，当該債権の譲渡を承諾したこと。 

  イ 債務者が債務の履行について遅滞の責任を負う場合において，譲受人が

債務者に対し，相当の期間を定めて譲渡人に履行すべき旨の催告をし，そ

の期間内に履行がないこと。 

  ウ 譲受人がその債権譲渡を第三者に対抗することができる要件を備えた場

合において，譲渡人について破産手続開始，再生手続開始又は更生手続開

始の決定があったこと。 

  エ 譲受人がその債権譲渡を第三者に対抗することができる要件を備えた場

合において，譲渡人の債権者が当該債権を差し押さえたこと。 

 (5) 譲渡制限特約のある債権が差し押さえられたときは，債務者は，当該特約

をもって差押債権者に対抗することができないものとする。 

（注１）上記(4)ウ及びエについては，規定を設けないという考え方がある。 

（注２）民法第４６６条の規律を維持するという考え方がある。 

 

２ 対抗要件制度（民法第４６７条関係） 

(1) 第三者対抗要件及び権利行使要件 

  民法第４６７条の規律について，次のいずれかの案により改めるものとす

る。 

 【甲案】（第三者対抗要件を登記・確定日付ある譲渡書面とする案） 

 ア 金銭債権の譲渡は，その譲渡について登記をしなければ，債務者以外の

第三者に対抗することができないものとする。 

 イ 金銭債権以外の債権の譲渡は，譲渡契約書その他の譲渡の事実を証する

書面に確定日付を付さなければ，債務者以外の第三者に対抗することがで

きないものとする。 

 ウ(ｱ) 債権の譲渡人又は譲受人が上記アの登記の内容を証する書面又は上記

イの書面を当該債権の債務者に交付して債務者に通知をしなければ，譲

受人は，債権者の地位にあることを債務者に対して主張することができ

ないものとする。 

  (ｲ) 上記(ｱ)の通知がない場合であっても，債権の譲渡人が債務者に通知を

したときは，譲受人は，債権者の地位にあることを債務者に対して主張

することができるものとする。 

 【乙案】（債務者の承諾を第三者対抗要件等とはしない案） 

  特例法（動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法

律）と民法との関係について，現状を維持した上で，民法第４６７条の規律

を次のように改めるものとする。 

 ア 債権の譲渡は，譲渡人が確定日付のある証書によって債務者に対して通

知をしなければ，債務者以外の第三者に対抗することができないものとす
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る。 

 イ 債権の譲受人は，譲渡人が当該債権の債務者に対して通知をしなければ，

債権者の地位にあることを債務者に対して主張することができないものと

する。 

（注）第三者対抗要件及び権利行使要件について現状を維持するという考え

方がある。 

 

(2) 債権譲渡が競合した場合における規律 

  債権譲渡が競合した場合における規律について，次のいずれかの案により

新たに規定を設けるものとする。 

【甲案】 前記(1)において甲案を採用する場合 

 ア 前記(1)【甲案】アの登記をした譲渡又は同イの譲渡の事実を証する書面

に確定日付が付された譲渡が競合した場合には，債務者は，前記(1)【甲案】

ウ(ｱ)の通知をした譲受人のうち，先に登記をした譲受人又は譲渡の事実を

証する書面に付された確定日付が先の譲受人に対して，債務を履行しなけ

ればならないものとする。 

 イ 前記(1)【甲案】ウ(ｲ)の通知がされた譲渡が競合した場合には，債務者

は，いずれの譲受人に対しても，履行することができるものとする。この

場合において，債務者は，通知が競合することを理由として，履行を拒絶

することはできないものとする。 

 ウ 前記(1)【甲案】ウ(ｱ)の通知がされた譲渡と同(ｲ)の通知がされた譲渡と

が競合した場合には，債務者は，同(ｱ)の通知をした譲受人に対して，債務

を履行しなければならないものとする。 

 エ 上記アの場合において，最も先に登記をした譲渡に係る譲受人について

同時に登記をした他の譲受人があるときは，債務者は，いずれの譲受人に

対しても，履行することができるものとする。最も確定日付が先の譲受人

について確定日付が同日である他の譲受人があるときも，同様とするもの

とする。これらの場合において，債務者は，同時に登記をした他の譲受人

又は確定日付が同日である他の譲受人があることを理由として，履行を拒

絶することはできないものとする。 

 オ 上記エにより履行を受けることができる譲受人が複数ある場合において，

債務者がその譲受人の一人に対して履行したときは，他の譲受人は，履行

を受けた譲受人に対して，その受けた額を各譲受人の債権額で按分した額

の償還を請求することができるものとする。 

【乙案】 前記(1)において乙案を採用する場合 

 ア 前記(1)【乙案】アの通知がされた譲渡が競合した場合には，債務者は，

その通知が先に到達した譲受人に対して，債務を履行しなければならない

ものとする。 

 イ 上記アの場合において，最も先に通知が到達した譲渡に係る譲受人につ
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いて同時に通知が到達した譲渡に係る他の譲受人があるときは，債務者は，

いずれの譲受人に対しても，履行することができるものとする。この場合

において，債務者は，同時に通知が到達した他の譲受人があることを理由

として，履行を拒絶することはできないものとする。 

（注）甲案・乙案それぞれに付け加えて，権利行使要件を具備した譲受人が

いない場合には，債務者は，譲渡人と譲受人のいずれに対しても，履行

することができるものとするが，通知がないことを理由として，譲受人

に対する履行を拒絶することができるものとする規定を設けるという考

え方がある。 

 

３ 債権譲渡と債務者の抗弁（民法第４６８条関係） 

(1) 異議をとどめない承諾による抗弁の切断 

民法第４６８条の規律を次のように改めるものとする。 

 ア 債権が譲渡された場合において，債務者は，譲受人が権利行使要件を備

える時までに譲渡人に対して生じた事由をもって譲受人に対抗することが

できるものとする。 

 イ 上記アの抗弁を放棄する旨の債務者の意思表示は，書面でしなければ，

その効力を生じないものとする。 

 

(2) 債権譲渡と相殺の抗弁 

ア 債権の譲渡があった場合に，譲渡人に対して有する反対債権が次に掲げ

るいずれかに該当するものであるときは，債務者は，当該債権による相殺

をもって譲受人に対抗することができるものとする。 

(ｱ) 権利行使要件の具備前に生じた原因に基づいて債務者が取得した債権 

(ｲ) 将来発生する債権が譲渡された場合において，権利行使要件の具備後

に生じた原因に基づいて債務者が取得した債権であって，その原因が譲

受人の取得する債権を発生させる契約と同一の契約であるもの 

イ 上記アにかかわらず，債務者は，権利行使要件の具備後に他人から取得

した債権による相殺をもって譲受人に対抗することはできないものとする。 

 

４ 将来債権譲渡 

(1) 将来発生する債権（以下「将来債権」という。）は，譲り渡すことができる

ものとする。将来債権の譲受人は，発生した債権を当然に取得するものとす

る。 

(2) 将来債権の譲渡は，前記２(1)の方法によって第三者対抗要件を具備しなけ

れば，第三者に対抗することができないものとする。 

(3) 将来債権が譲渡され，権利行使要件が具備された場合には，その後に譲渡

制限特約がされたときであっても，債務者は，これをもって譲受人に対抗す

ることができないものとする。 
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(4) 将来債権の譲受人は，上記(1)第２文にかかわらず，譲渡人以外の第三者が

当事者となった契約上の地位に基づき発生した債権を取得することができな

いものとする。ただし，譲渡人から第三者がその契約上の地位を承継した場

合には，譲受人は，その地位に基づいて発生した債権を取得することができ

るものとする。 

（注１）上記(3)については，規定を設けない（解釈に委ねる）という考え方が

ある。 

（注２）上記(4)に付け加えて，将来発生する不動産の賃料債権の譲受人は，譲

渡人から第三者が譲り受けた契約上の地位に基づき発生した債権であって

も，当該債権を取得することができない旨の規定を設けるという考え方が

ある。 

 

第 19 有価証券 

民法第４６９条から第４７３条まで，第８６条第３項，第３６３条及び第３

６５条の規律に代えて，次のように，有価証券に関する規律を整備する。 

１ 指図証券について 

(1)ア 指図証券の譲渡は，その証券に譲渡の裏書をして譲受人に交付しなけ

れば，その効力を生じないものとする。 

イ 指図証券の譲渡の裏書の方式，裏書の連続による権利の推定，善意取

得及び善意の譲受人に対する抗弁の制限については，現行法の規律（商

法第５１９条，民法第４７２条）と同旨の規律を整備する。 

ウ 指図証券を質権の目的とする場合については，ア及びイに準じた規律

を整備する。 

(2) 指図証券の弁済の場所，履行遅滞の時期及び債務者の免責については，

現行法の規律（商法第５１６条第２項，第５１７条，民法第４７０条）と

同旨の規律を整備する。 

(3) 指図証券の公示催告手続については，現行法の規律（民法施行法第５７

条，商法第５１８条）と同旨の規律を整備する。 

２ 記名式所持人払証券について 

(1)ア 記名式所持人払証券（債権者を指名する記載がされている証券であっ

て，その所持人に弁済をすべき旨が付記されているものをいう。以下同

じ。）の譲渡は，譲受人にその証券を交付しなければ，その効力を生じ

ないものとする。 

イ 記名式所持人払証券の占有による権利の推定，善意取得及び善意の譲

受人に対する抗弁の制限については，現行法の規律（商法第５１９条等）

と同旨の規律を整備する。 

ウ 記名式所持人払証券を質権の目的とする場合については，ア及びイに

準じた規律を整備する。 

(2) 記名式所持人払証券の弁済及び公示催告手続については，１(2)及び(3)
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に準じた規律を整備する。 

３ １及び２以外の記名証券について 

(1) 債権者を指名する記載がされている証券であって，指図証券及び記名式

所持人払証券以外のものは，債権の譲渡又はこれを目的とする質権の設定

に関する方式に従い，かつ，その効力をもってのみ，譲渡し，又は質権の

目的とすることができるものとする。 

(2) (1)の証券の公示催告手続については，１(3)に準じた規律を整備する。 

４ 無記名証券について 

無記名証券の譲渡，弁済等については，記名式所持人払証券に準じた規律

を整備する。 

（注）上記３については，規定を設けないという考え方がある。 

 

第 20 債務引受 

１ 併存的債務引受 

(1) 併存的債務引受の引受人は，債務者と連帯して，債務者が債権者に対して

負担する債務と同一の債務を負担するものとする。 

(2) 併存的債務引受は，引受人と債権者との間で，引受人が上記(1)の債務を負

担する旨を合意することによってするものとする。 

(3) 上記(2)のほか，併存的債務引受は，引受人と債務者との間で，引受人が上

記(1)の債務を負担する旨を合意することによってすることもできるものと

する。この場合において，債権者の権利は，債権者が引受人に対して承諾を

した時に発生するものとする。 

(4) 引受人は，併存的債務引受による自己の債務について，その負担をした時

に債務者が有する抗弁をもって，債権者に対抗することができるものとする。 

（注）以上に付け加えて，併存的債務引受のうち，①引受人が債務者の負う債

務を保証することを主たる目的とする場合，②債務者が引受人の負う債務

を保証することを主たる目的とする場合について，保証の規定のうち，保

証人の保護に関わるもの（民法第４４６条第２項等）を準用する旨の規定

を設けるという考え方がある。 

 

２ 免責的債務引受 

(1) 免責的債務引受においては，引受人は債務者が債権者に対して負担する債

務と同一の債務を引き受け，債務者は自己の債務を免れるものとする。 

(2) 免責的債務引受は，引受人が上記(1)の債務を引き受けるとともに債権者が

債務者の債務を免責する旨を引受人と債権者との間で合意し，債権者が債務

者に対して免責の意思表示をすることによってするものとする。この場合に

おいては，債権者が免責の意思表示をした時に，債権者の引受人に対する権

利が発生し，債務者は自己の債務を免れるものとする。 

(3) 上記(2)の場合において，債務者に損害が生じたときは，債権者は，その損
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害を賠償しなければならないものとする。 

(4) 上記(2)のほか，免責的債務引受は，引受人が上記(1)の債務を引き受ける

とともに債務者が自己の債務を免れる旨を引受人と債務者との間で合意し，

債権者が引受人に対してこれを承諾することによってすることもできるもの

とする。この場合においては，債権者が承諾をした時に，債権者の引受人に

対する権利が発生し，債務者は自己の債務を免れるものとする。 

 

３ 免責的債務引受による引受けの効果 

(1) 引受人は，免責的債務引受により前記２(1)の債務を引き受けたことによっ

て，債務者に対して求償することはできないものとする。 

(2) 引受人は，免責的債務引受により引き受けた自己の債務について，その引

受けをした時に債務者が有していた抗弁をもって，債権者に対抗することが

できるものとする。 

（注）上記(1)については，規定を設けない（解釈に委ねる）という考え方があ

る。 

 

４ 免責的債務引受による担保権等の移転 

(1) 債権者は，引受前の債務の担保として設定された担保権及び保証を引受後

の債務を担保するものとして移すことができるものとする。 

(2) 上記(1)の担保の移転は，免責的債務引受と同時にする意思表示によってし

なければならないものとする。 

(3) 上記(1)の担保権が免責的債務引受の合意の当事者以外の者の設定したも

のである場合には，その承諾を得なければならないものとする。 

(4) 保証人が上記(1)により引受後の債務を履行する責任を負うためには，保証

人が，書面をもって，その責任を負う旨の承諾をすることを要するものとす

る。 

 

第 21 契約上の地位の移転 

契約の当事者の一方が第三者との間で契約上の地位を譲渡する旨の合意をし，

その契約の相手方が当該合意を承諾したときは，譲受人は，譲渡人の契約上の

地位を承継するものとする。 

（注）このような規定に付け加えて，相手方がその承諾を拒絶することに利益

を有しない場合には，相手方の承諾を要しない旨の規定を設けるという考

え方がある。 

 

第 22 弁済 

１ 弁済の意義 

債務が履行されたときは，その債権は，弁済によって消滅するものとする。 
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２ 第三者の弁済（民法第４７４条関係） 

民法第４７４条第２項の規律を次のように改めるものとする。 

(1) 民法第４７４条第１項の規定により債務を履行しようとする第三者が債務

の履行をするについて正当な利益を有する者でないときは，債権者は，その

履行を受けることを拒むことができるものとする。ただし，その第三者が債

務を履行するについて債務者の承諾を得た場合において，そのことを債権者

が知ったときは，この限りでないものとする。 

(2) 債権者が上記(1)によって第三者による履行を受けることを拒むことがで

きるにもかかわらず履行を受けた場合において，その第三者による履行が債

務者の意思に反したときは，その弁済は，無効とするものとする。 

（注）上記(1)(2)に代えて，債権者が債務を履行するについて正当な利益を有

する者以外の第三者による履行を受けた場合において，その第三者による

履行が債務者の意思に反したときはその履行は弁済としての効力を有する

ものとした上で，その第三者は債務者に対して求償することができない旨

の規定を設けるという考え方がある。 

 

３ 弁済として引き渡した物の取戻し（民法第４７６条関係） 

 民法第４７６条を削除するものとする。 

 

４ 債務の履行の相手方（民法第４７８条，第４８０条関係） 

(1) 民法第４７８条の規律を次のように改めるものとする。 

ア 債務の履行は，次に掲げる者のいずれかに対してしたときは，弁済とし

ての効力を有するものとする。 

(ｱ) 債権者 

(ｲ) 債権者が履行を受ける権限を与えた第三者 

(ｳ) 法令の規定により履行を受ける権限を有する第三者 

 イ 上記アに掲げる者（以下「受取権者」という。）以外の者であって受取権

者としての外観を有するものに対してした債務の履行は，当該者が受取権

者であると信じたことにつき正当な理由がある場合に限り，弁済としての

効力を有するものとする。 

(2) 民法第４８０条を削除するものとする。 

（注）上記(1)イについては，債務者の善意又は無過失という民法第４７８条の

文言を維持するという考え方がある。 

 

５ 代物弁済（民法第４８２条関係） 

民法第４８２条の規律を次のように改めるものとする。 

(1) 債務者が，債権者との間で，その負担した給付に代えて他の給付をするこ

とにより債務を消滅させる旨の契約をした場合において，債務者が当該他の

給付をしたときは，その債権は，消滅するものとする。 
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(2) 上記(1)の契約がされた場合であっても，債務者が当初負担した給付をする

こと及び債権者が当初の給付を請求することは，妨げられないものとする。 

 

６ 弁済の方法（民法第４８３条から第４８７条まで関係） 

(1) 民法第４８３条を削除するものとする。 

(2) 法令又は慣習により取引時間の定めがある場合には，その取引時間内に限

り，債務の履行をし，又はその履行の請求をすることができるものとする。 

(3) 民法第４８６条の規律を改め，債務者は，受取証書の交付を受けるまでは，

自己の債務の履行を拒むことができるものとする。 

(4) 債権者の預金口座に金銭を振り込む方法によって債務を履行するときは，

債権者の預金口座において当該振込額の入金が記録される時に，弁済の効力

が生ずるものとする。 

（注）上記(4)については，規定を設けない（解釈に委ねる）という考え方があ

る。 

 

７ 弁済の充当（民法第４８８条から第４９１条まで関係） 

民法第４８８条から第４９１条までの規律を次のように改めるものとする。 

(1) 次に掲げるいずれかの場合に該当し，かつ，履行をする者がその債務の全

部を消滅させるのに足りない給付をした場合において，当事者間に充当の順

序に関する合意があるときは，その順序に従い充当するものとする。 

ア 債務者が同一の債権者に対して同種の給付を内容とする数個の債務を負

担する場合（下記ウに該当する場合を除く。） 

イ 債務者が一個の債務について元本のほか利息及び費用を支払うべき場合

（下記ウに該当する場合を除く。） 

ウ 債務者が同一の債権者に対して同種の給付を内容とする数個の債務を負

担する場合において，そのうち一個又は数個の債務について元本のほか利

息及び費用を支払うべきとき 

(2) 上記(1)アに該当する場合において，上記(1)の合意がないときは，民法第

４８８条及び第４８９条の規律によるものとする。 

(3) 上記(1)イに該当する場合において，上記(1)の合意がないときは，民法第

４９１条の規律によるものとする。 

(4) 上記(1)ウに該当する場合において，上記(1)の合意がないときは，まず民

法第４９１条の規律によるものとする。この場合において，数個の債務の費

用，利息又は元本のうちいずれかの全部を消滅させるのに足りないときは，

民法第４８８条及び第４８９条の規律によるものとする。 

(5) 民法第４９０条を削除するものとする。 

(6) 民事執行手続における配当についても，上記(1)から(4)までの規律（民法

第４８８条による指定充当の規律を除く。）が適用されるものとする。 

（注）上記(6)については，規定を設けないという考え方がある。 
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８ 弁済の提供（民法第４９２条関係） 

民法第４９２条の規律を次のように改めるものとする。 

(1) 債務者は，弁済の提供の時から，履行遅滞を理由とする損害賠償の責任そ

の他の債務の不履行によって生ずべき一切の責任を免れるものとする。 

(2) 前記第１１，１によれば契約の解除をすることができる場合であっても，

債務者が弁済の提供をしたときは，債権者は，契約の解除をすることができ

ないものとする。 

 

９ 弁済の目的物の供託（民法第４９４条から第４９８条まで関係） 

弁済供託に関する民法第４９４条から第４９８条までの規律を基本的に維持

した上で，次のように改めるものとする。 

 (1) 民法第４９４条の規律を次のように改めるものとする。 

 ア 履行をすることができる者は，次に掲げる事由があったときは，債権者

のために弁済の目的物を供託することができるものとする。この場合にお

いては，履行をすることができる者が供託をした時に，債権は消滅するも

のとする。 

  (ｱ) 弁済の提供をした場合において，債権者がその受取を拒んだとき 

  (ｲ) 債権者が履行を受け取ることができないとき 

 イ 履行をすることができる者が債権者を確知することができないときも，

上記アと同様とするものとする。ただし，履行をすることができる者に過

失があるときは，この限りでないものとする。  

(2) 民法第４９７条前段の規律を次のように改めるものとする。 

  弁済の目的物が供託に適しないとき，その物について滅失，損傷その他の

事由による価格の低落のおそれがあるとき，又はその物を供託することが困

難であるときは，履行をすることができる者は，裁判所の許可を得て，これ

を競売に付し，その代金を供託することができるものとする。 

(3) 民法第４９８条の規律の前に付け加え，弁済の目的物が供託された場合に

は，債権者は，供託物の還付を請求することができるものとする。 

 

10 弁済による代位 

(1) 任意代位制度（民法第４９９条関係） 

  民法第４９９条第１項の規律を改め，債権者の承諾を得ることを任意代位

の要件から削除するものとする。 

（注）民法第４９９条を削除するという考え方がある。 

 

(2) 法定代位者相互間の関係（民法第５０１条関係） 

  民法第５０１条後段の規律を次のように改めるものとする。 

 ア 民法第５０１条第１号及び第６号を削除するとともに，保証人及び物上
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保証人は，債務者から担保目的物を譲り受けた第三取得者に対して債権者

に代位することができるものとする。 

 イ 民法第５０１条第２号の規律を改め，第三取得者は，保証人及び物上保

証人に対して債権者に代位しないものとする。 

 ウ 民法第５０１条第３号の「各不動産の価格」を「各財産の価格」に改め

るものとする。 

 エ 保証人の一人は，その数に応じて，他の保証人に対して債権者に代位す

るものとする。 

オ 民法第５０１条第５号の規律に付け加え，保証人と物上保証人とを兼ね

る者がある場合には，同号により代位の割合を定めるに当たっては，その

者を一人の保証人として計算するものとする。 

 カ 物上保証人から担保目的物を譲り受けた者については，物上保証人とみ

なすものとする。 

（注）上記オについては，規定を設けない（解釈に委ねる）という考え方が

ある。 

 

(3) 一部弁済による代位の要件・効果（民法第５０２条関係） 

  民法第５０２条第１項の規律を次のように改めるものとする。 

ア 債権の一部について第三者が履行し，これによって債権者に代位すると

きは，代位者は，債権者の同意を得て，その弁済をした価額に応じて，債

権者とともにその権利を行使することができるものとする。 

イ 上記アのときであっても，債権者は，単独でその権利を行使することが

できるものとする。 

ウ 上記ア又はイに基づく権利の行使によって得られる担保目的物の売却代

金その他の金銭については，債権者が代位者に優先するものとする。 

 

(4) 担保保存義務（民法第５０４条関係） 

  民法第５０４条の規律を次のように改めるものとする。 

 ア 債権者は，民法第５００条の規定により代位をすることができる者のた

めに，担保を喪失又は減少させない義務を負うものとする。 

 イ 債権者が故意又は過失によって上記アの義務に違反した場合には，上記

アの代位をすることができる者は，その喪失又は減少によって償還を受け

ることができなくなった限度において，その責任を免れるものとする。た

だし，その担保の喪失又は減少が代位をすることができる者の正当な代位

の期待に反しないときは，この限りでないものとする。 

 ウ 上記イによって物上保証人，物上保証人から担保目的物を譲り受けた者

又は第三取得者が免責されたときは，その後にその者から担保目的物を譲

り受けた者も，免責の効果を主張することができるものとする。 

（注）上記イ第２文については，規定を設けないという考え方がある。 
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第 23 相殺 

１ 相殺禁止の意思表示（民法第５０５条第２項関係） 

民法第５０５条第２項ただし書の善意という要件を善意無重過失に改めるも

のとする。 

 

２ 時効消滅した債権を自働債権とする相殺（民法第５０８条関係） 

民法第５０８条の規律を次のように改めるものとする。 

債権者は，時効期間が満了した債権について，債務者が時効を援用するまで

の間は，当該債権を自働債権として相殺をすることができるものとする。ただ

し，時効期間が満了した債権を他人から取得した場合には，この限りでないも

のとする。 

（注）民法第５０８条の規律を維持するという考え方がある。 

 

３ 不法行為債権を受働債権とする相殺の禁止（民法第５０９条関係） 

民法第５０９条の規律を改め，次に掲げる債権の債務者は，相殺をもって債

権者に対抗することができないものとする。 

(1) 債務者が債権者に対して損害を与える意図で加えた不法行為に基づく損害

賠償債権 

(2) 債務者が債権者に対して損害を与える意図で債務を履行しなかったことに

基づく損害賠償債権 

(3) 生命又は身体の侵害があったことに基づく損害賠償債権 

 

４ 支払の差止めを受けた債権を受働債権とする相殺（民法第５１１条関係） 

 民法第５１１条の規律を次のように改めるものとする。 

(1) 債権の差押えがあった場合であっても，第三債務者は，差押えの前に生じ

た原因に基づいて取得した債権による相殺をもって差押債権者に対抗するこ

とができるものとする。 

(2) 第三債務者が取得した上記(1)の債権が差押え後に他人から取得したもの

である場合には，これによる相殺は，差押債権者に対抗することができない

ものとする。 

 

５ 相殺の充当（民法第５１２条関係） 

民法第５１２条の規律を次のように改めるものとする。 

(1) 相殺をする債権者の債権が債務者に対して負担する債務の全部を消滅させ

るのに足りない場合において，当事者間に充当の順序に関する合意があると

きは，その順序に従い充当するものとする。 

(2) 上記(1)の合意がないときは，相殺に適するようになった時期の順序に従っ

て充当するものとする。 
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(3) 上記(2)の場合において，相殺に適するようになった時期を同じくする債務

が複数あるときは，弁済の充当に関する規律（前記第２２，７）のうち，法

定充当の規律を準用するものとする。 

 

第 24 更改 

１ 更改の要件及び効果（民法第５１３条関係） 

民法第５１３条の規律を改め，当事者が債務を消滅させ，その債務とは給付

の内容が異なる新たな債務を成立させる契約をしたときは，従前の債務は，更

改によって消滅するものとする。 

 

２ 債務者の交替による更改（民法第５１４条関係） 

民法第５１４条の規律を改め，債権者，債務者及び第三者の間で，従前の債

務を消滅させ，第三者が債権者に対して新たな債務を負担する契約をしたとき

も，従前の債務は，更改によって消滅するものとする。 

 

３ 債権者の交替による更改（民法第５１５条・第５１６条関係） 

債権者の交替による更改（民法第５１５条・第５１６条）の規律を次のよう

に改めるものとする。 

(1) 債権者，債務者及び第三者の間で，従前の債務を消滅させ，第三者が債務

者に対する新たな債権を取得する契約をしたときも，従前の債務は，更改に

よって消滅するものとする。 

(2) 債権者の交替による更改の第三者対抗要件を，債権譲渡の第三者対抗要件

（前記第１８，２）と整合的な制度に改めるものとする。 

(3) 民法第５１６条を削除するものとする。 

 

４ 更改の効力と旧債務の帰すう（民法第５１７条関係） 

民法第５１７条を削除するものとする。 

 

５ 更改後の債務への担保の移転（民法第５１８条関係） 

民法第５１８条の規律を次のように改めるものとする。 

(1) 債権者は，更改前の債務の限度において，その債務の担保として設定され

た担保権及び保証を更改後の債務に移すことができるものとする。 

(2) 上記(1)の担保の移転は，更改契約と同時にする意思表示によってしなけれ

ばならないものとする。 

(3) 上記(1)の担保権が第三者の設定したものである場合には，その承諾を得な

ければならないものとする。 

(4) 更改前の債務の保証人が上記(1)により更改後の債務を履行する責任を負

うためには，保証人が，書面をもって，その責任を負う旨の承諾をすること

を要するものとする。 
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６ 三面更改 

(1) 債権者，債務者及び第三者の間で，従前の債務を消滅させ，債権者の第三

者に対する新たな債権と，第三者の債務者に対する新たな債権とが成立する

契約をしたときも，従前の債務は，更改によって消滅するものとする。 

(2) 上記(1)の契約によって成立する新たな債権は，いずれも，消滅する従前の

債務と同一の給付を内容とするものとする。 

(3) 将来債権について上記(1)の契約をした場合において，債権が発生したとき

は，その時に，その債権に係る債務は，当然に更改によって消滅するものと

する。 

(4) 上記(1)の更改の第三者対抗要件として，前記３(2)（債権者の交替による

更改の第三者対抗要件）の規律を準用するものとする。 

（注）これらのような規定を設けないという考え方がある。また，上記(4)につ

いては，規定を設けない（解釈に委ねる）という考え方がある。 

 

第 25 免除 

民法第５１９条の規律に付け加えて，免除によって債務者に損害が生じたと

きは，債権者は，その損害を賠償しなければならないものとする。 

（注）債権者と債務者との間で債務を免除する旨の合意があったときは，その

債権は，消滅するが，債務者が債務を履行することについて利益を有しな

い場合には，債務者の承諾があったものとみなすとして，民法第５１９条

の規律を改めるという考え方がある。 

 

第 26 契約に関する基本原則等 

１ 契約内容の自由 

契約の当事者は，法令の制限内において，自由に契約の内容を決定すること

ができるものとする。 

 

２ 履行請求権の限界事由が契約成立時に生じていた場合の契約の効力 

契約は，それに基づく債権の履行請求権の限界事由が契約の成立の時点で既

に生じていたことによっては，その効力を妨げられないものとする。 

（注）このような規定を設けないという考え方がある。 

 

３ 付随義務及び保護義務 

(1) 契約の当事者は，当該契約において明示又は黙示に合意されていない場合

であっても，相手方が当該契約によって得ようとした利益を得ることができ

るよう，当該契約の趣旨に照らして必要と認められる行為をしなければなら

ないものとする。 

(2) 契約の当事者は，当該契約において明示又は黙示に合意されていない場合
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であっても，当該契約の締結又は当該契約に基づく債権の行使若しくは債務

の履行に当たり，相手方の生命，身体，財産その他の利益を害しないために

当該契約の趣旨に照らして必要と認められる行為をしなければならないもの

とする。 

（注）これらのような規定を設けないという考え方がある。 

 

４ 信義則等の適用に当たっての考慮要素 

消費者と事業者との間で締結される契約（消費者契約）のほか，情報の質及

び量並びに交渉力の格差がある当事者間で締結される契約に関しては，民法第

１条第２項及び第３項その他の規定の適用に当たって，その格差の存在を考慮

しなければならないものとする。 

（注）このような規定を設けないという考え方がある。また，「消費者と事業者

との間で締結される契約（消費者契約）のほか，」という例示を設けないと

いう考え方がある。 

 

第 27 契約交渉段階 

１ 契約締結の自由と契約交渉の不当破棄 

契約を締結するための交渉の当事者の一方は，契約が成立しなかった場合で

あっても，これによって相手方に生じた損害を賠償する責任を負わないものと

する。ただし，相手方が契約の成立が確実であると信じ，かつ，契約の性質，

当事者の知識及び経験，交渉の進捗状況その他交渉に関する一切の事情に照ら

してそのように信ずることが相当であると認められる場合において，その当事

者の一方が，正当な理由なく契約の成立を妨げたときは，その当事者の一方は，

これによって相手方に生じた損害を賠償する責任を負うものとする。 

（注）このような規定を設けないという考え方がある。 

 

２ 契約締結過程における情報提供義務 

契約の当事者の一方がある情報を契約締結前に知らずに当該契約を締結した

ために損害を受けた場合であっても，相手方は，その損害を賠償する責任を負

わないものとする。ただし，次のいずれにも該当する場合には，相手方は，そ

の損害を賠償しなければならないものとする。 

(1) 相手方が当該情報を契約締結前に知り，又は知ることができたこと。 

(2) その当事者の一方が当該情報を契約締結前に知っていれば当該契約を締結

せず，又はその内容では当該契約を締結しなかったと認められ，かつ，それ

を相手方が知ることができたこと。 

(3) 契約の性質，当事者の知識及び経験，契約を締結する目的，契約交渉の経

緯その他当該契約に関する一切の事情に照らし，その当事者の一方が自ら当

該情報を入手することを期待することができないこと。 

(4) その内容で当該契約を締結したことによって生ずる不利益をその当事者の
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一方に負担させることが，上記(3)の事情に照らして相当でないこと 

（注）このような規定を設けないという考え方がある。 

 

第 28 契約の成立 

１ 申込みと承諾 

(1) 契約の申込みに対して，相手方がこれを承諾したときは，契約が成立する

ものとする。 

(2) 上記(1)の申込みは，それに対する承諾があった場合に契約を成立させるの

に足りる程度に，契約の内容を示したものであることを要するものとする。 

 

２ 承諾の期間の定めのある申込み（民法第５２１条第１項・第５２２条関係）  

(1) 民法第５２１条第１項の規律を改め，承諾の期間を定めてした契約の申込

みは，申込者が反対の意思を表示した場合を除き，撤回することができない

ものとする。 

(2) 民法第５２２条を削除するものとする。 

 

３ 承諾の期間の定めのない申込み（民法第５２４条関係） 

 民法第５２４条の規律を次のように改めるものとする。 

(1) 承諾の期間を定めないでした申込みは，申込者が承諾の通知を受けるのに

相当な期間を経過するまでは，撤回することができないものとする。ただし，

申込者が反対の意思を表示したときは，その期間内であっても撤回すること

ができるものとする。 

(2) 上記(1)の申込みは，申込みの相手方が承諾することはないと合理的に考え

られる期間が経過したときは，効力を失うものとする。 

（注）民法第５２４条の規律を維持するという考え方がある。 

 

４ 対話者間における申込み 

(1) 対話者間における申込みは，対話が終了するまでの間は，いつでも撤回す

ることができるものとする。 

(2) 対話者間における承諾期間の定めのない申込みは，対話が終了するまでの

間に承諾しなかったときは，効力を失うものとする。ただし，申込者がこれ

と異なる意思を表示したときは，その意思に従うものとする。 

 

５ 申込者及び承諾者の死亡等（民法第５２５条関係） 

 民法第５２５条の規律を次のように改めるものとする。 

(1) 申込者が申込みの通知を発した後に死亡し，意思能力を喪失した常況にあ

る者となり，又は行為能力の制限を受けた場合において，相手方が承諾の通

知を発するまでにその事実を知ったときは，その申込みは，効力を有しない

ものとする。ただし，申込者が反対の意思を表示したときには，この限りで
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ないものとする。 

(2) 承諾者が承諾の通知を発した後に死亡し，意思能力を喪失した常況にある

者となり，又は行為能力の制限を受けた場合において，その承諾の通知が到

達するまでに相手方がその事実を知ったときは，その承諾は，効力を有しな

いものとする。ただし，承諾者が反対の意思を表示したときには，この限り

でないものとする。 

 

６ 契約の成立時期（民法第５２６条第１項・第５２７条関係） 

(1) 民法第５２６条第１項を削除するものとする。 

(2) 民法第５２７条を削除するものとする。 

（注）上記(1)については，民法第５２６条第１項を維持するという考え方があ

る。 

 

７ 懸賞広告 

懸賞広告に関する民法第５２９条から第５３２条までの規律を基本的に維持

した上で，次のように改めるものとする。 

(1) 民法第５２９条の規律に付け加えて，指定した行為をした者が懸賞広告を

知らなかった場合であっても，懸賞広告者は,その行為をした者に対して報酬

を与える義務を負うものとする。 

(2) 懸賞広告の効力に関する次の規律を設けるものとする。 

ア 懸賞広告者がその指定した行為をする期間を定めた場合において，当該

期間内に指定した行為が行われなかったときは，懸賞広告は，その効力を

失うものとする。 

イ 懸賞広告者がその指定した行為をする期間を定めなかった場合において，

指定した行為が行われることはないと合理的に考えられる期間が経過した

ときは，懸賞広告は，その効力を失うものとする。 

(3) 民法第５３０条の規律を次のように改めるものとする。 

ア 懸賞広告者は，その指定した行為をする期間を定めた場合には，その懸

賞広告を撤回することができないものとする。ただし，懸賞広告者がこれ

と反対の意思を表示したときは，懸賞広告を撤回することができるものと

する。 

イ 懸賞広告者は，その指定した行為をする期間を定めなかった場合には，

その指定した行為を完了する者がない間は，その懸賞広告を撤回すること

ができるものとする。 

ウ 懸賞広告の撤回は，前の広告と同一の方法によるほか，他の方法によっ

てすることもできるものとする。ただし，他の方法によって撤回をした場

合には，これを知った者に対してのみ，その効力を有するものとする。 
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第 29 契約の解釈 

１ 契約の内容について当事者が共通の理解をしていたときは，契約は，その理

解に従って解釈しなければならないものとする。 

２ 契約の内容についての当事者の共通の理解が明らかでないときは，契約は，

当事者が用いた文言その他の表現の通常の意味のほか，当該契約に関する一切

の事情を考慮して，当該契約の当事者が合理的に考えれば理解したと認められ

る意味に従って解釈しなければならないものとする。 

３ 上記１及び２によって確定することができない事項が残る場合において，当

事者がそのことを知っていれば合意したと認められる内容を確定することがで

きるときは，契約は，その内容に従って解釈しなければならないものとする。 

（注）契約の解釈に関する規定を設けないという考え方がある。また，上記３

のような規定のみを設けないという考え方がある。 

 

第 30 約款 

１ 約款の定義 

約款とは，多数の相手方との契約の締結を予定してあらかじめ準備される契

約条項の総体であって，それらの契約の内容を画一的に定めることを目的とし

て使用するものをいうものとする。 

（注）約款に関する規律を設けないという考え方がある。 

 

２ 約款の組入要件の内容 

契約の当事者がその契約に約款を用いることを合意し，かつ，その約款を準

備した者（以下「約款使用者」という。）によって，契約締結時までに，相手方

が合理的な行動を取れば約款の内容を知ることができる機会が確保されている

場合には，約款は，その契約の内容となるものとする。 

（注）約款使用者が相手方に対して，契約締結時までに約款を明示的に提示す

ることを原則的な要件として定めた上で，開示が困難な場合に例外を設け

るとする考え方がある。 

 

３ 不意打ち条項 

約款に含まれている契約条項であって，他の契約条項の内容，約款使用者の

説明，相手方の知識及び経験その他の当該契約に関する一切の事情に照らし，

相手方が約款に含まれていることを合理的に予測することができないものは，

上記２によっては契約の内容とはならないものとする。 

 

４ 約款の変更 

約款の変更に関して次のような規律を設けるかどうかについて，引き続き検

討する。 

(1) 約款が前記２によって契約内容となっている場合において，次のいずれに
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も該当するときは，約款使用者は，当該約款を変更することにより，相手方

の同意を得ることなく契約内容の変更をすることができるものとする。 

ア 当該約款の内容を画一的に変更すべき合理的な必要性があること。 

イ 当該約款を使用した契約が現に多数あり，その全ての相手方から契約内

容の変更についての同意を得ることが著しく困難であること。 

ウ 上記アの必要性に照らして，当該約款の変更の内容が合理的であり，か

つ，変更の範囲及び程度が相当なものであること。 

エ 当該約款の変更の内容が相手方に不利益なものである場合にあっては，

その不利益の程度に応じて適切な措置が講じられていること。 

(2) 上記(1)の約款の変更は，約款使用者が，当該約款を使用した契約の相手方

に，約款を変更する旨及び変更後の約款の内容を合理的な方法により周知す

ることにより，効力を生ずるものとする。 

 

５ 不当条項規制 

前記２によって契約の内容となった契約条項は，当該条項が存在しない場合

に比し，約款使用者の相手方の権利を制限し，又は相手方の義務を加重するも

のであって，その制限又は加重の内容，契約内容の全体，契約締結時の状況そ

の他一切の事情を考慮して相手方に過大な不利益を与える場合には，無効とす

る。 

（注）このような規定を設けないという考え方がある。 

 

第 31 第三者のためにする契約 

１ 第三者のためにする契約の成立等（民法第５３７条関係） 

民法第５３７条の規律を次のように改めるものとする。 

(1) 契約により当事者の一方が第三者に対してある給付をすることを約したと

きは，その第三者（以下「受益者」という。）は，その当事者の一方（以下「諾

約者」という。）に対して直接にその給付を請求する権利を有するものとする。 

(2) 上記(1)の契約は，その締結時に受益者が胎児その他の現に存しない者であ

る場合であっても，効力を生ずるものとする。 

(3) 上記(1)の場合において，受益者の権利は，その受益者が諾約者に対して上

記(1)の契約の利益を享受する意思を表示した時に発生するものとする。 

(4) 上記(1)の場合において，上記(1)の契約の相手方（以下「要約者」という。）

は，諾約者に対し，受益者への債務の履行を請求することができるものとす

る。 

 

２ 要約者による解除権の行使（民法第５３８条関係） 

民法第５３８条の規律に付け加えて，諾約者が受益者に対する債務を履行し

ない場合には，要約者は，受益者の承諾を得て，契約を解除することができる

ものとする。 
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第 32 事情変更の法理 

契約の締結後に，その契約において前提となっていた事情に変更が生じた場

合において，その事情の変更が次に掲げる要件のいずれにも該当するなど一定

の要件を満たすときは，当事者は，[契約の解除／契約の解除又は契約の改訂の

請求]をすることができるものとするかどうかについて，引き続き検討する。 

ア その事情の変更が契約締結時に当事者が予見することができず，かつ，当

事者の責めに帰することのできない事由により生じたものであること。 

イ その事情の変更により，契約をした目的を達することができず，又は当初

の契約内容を維持することが当事者間の衡平を著しく害することとなること。 

 

第 33 不安の抗弁権 

双務契約の当事者のうち自己の債務を先に履行すべき義務を負う者は，相手

方につき破産手続開始，再生手続開始又は更生手続開始の申立てがあったこと

その他の事由により，その反対給付である債権につき履行を得られないおそれ

がある場合において，その事由が次に掲げる要件のいずれかに該当するときは，

その債務の履行を拒むことができるものとする。ただし，相手方が弁済の提供

をし，又は相当の担保を供したときは，この限りでないものとする。 

ア 契約締結後に生じたものであるときは，それが契約締結の時に予見するこ

とができなかったものであること 

イ 契約締結時に既に生じていたものであるときは，契約締結の時に正当な理

由により知ることができなかったものであること 

（注）このような規定を設けないという考え方がある。また，再生手続又は更

生手続が開始された後は，このような権利を行使することができないもの

とするという考え方がある。 

 

第 34 継続的契約 

１ 期間の定めのある契約の終了 

(1) 期間の定めのある契約は，その期間の満了によって終了するものとする。 

(2) 上記(1)にかかわらず，当事者の一方が契約の更新を申し入れた場合におい

て，当該契約の趣旨，契約に定めた期間の長短，従前の更新の有無及びその

経緯その他の事情に照らし，当該契約を存続させることにつき正当な事由が

あると認められるときは，当該契約は，従前と同一の条件で更新されたもの

とみなすものとする。ただし，その期間は，定めがないものとする。 

（注）これらのような規定を設けない（解釈に委ねる）という考え方がある。 

 

２ 期間の定めのない契約の終了 

(1) 期間の定めのない契約の当事者の一方は，相手方に対し，いつでも解約の

申入れをすることができるものとする。 
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(2) 上記(1)の解約の申入れがされたときは，当該契約は，解約の申入れの日か

ら相当な期間を経過することによって終了するものとする。この場合におい

て，解約の申入れに相当な予告期間が付されていたときは，当該契約は，そ

の予告期間を経過することによって終了するものとする。 

(3) 上記(1)及び(2)にかかわらず，当事者の一方が解約の申入れをした場合に

おいて，当該契約の趣旨，契約の締結から解約の申入れまでの期間の長短，

予告期間の有無その他の事情に照らし，当該契約を存続させることにつき正

当な事由があると認められるときは，当該契約は，その解約の申入れによっ

ては終了しないものとする。 

（注）これらのような規定を設けない（解釈に委ねる）という考え方がある。 

 

３ 解除の効力 

前記１(1)又は２(1)の契約を解除した場合には，その解除は，将来に向かっ

てのみその効力を生ずるものとする。 

 

第 35 売買 

１ 売買の予約（民法第５５６条関係） 

民法第５５６条第１項の規律を改め，売買の予約とは，当事者の一方又は双

方に対して，予め定めた内容の売買契約を単独の意思表示によって成立させる

権利を与える旨の当事者間の合意をいうものとする。 

 

２ 手付（民法第５５７条関係） 

民法第５５７条第１項の規律を次のように改めるものとする。 

買主が売主に手付を交付したときは，買主はその手付を放棄し，売主はその

倍額を現実に提供して，契約の解除をすることができるものとする。ただし，

その相手方が契約の履行に着手した後は，この限りでないものとする。 

 

３ 売主の義務 

(1) 売主は，財産権を買主に移転する義務を負うほか，売買の内容に従い，次

に掲げる義務を負うものとする。 

ア 買主に売買の目的物を引き渡す義務 

イ 買主に，登記，登録その他の売買の内容である権利の移転を第三者に対

抗するための要件を具備させる義務 

(2) 売主が買主に引き渡すべき目的物は，種類，品質及び数量に関して，当該

売買契約の趣旨に適合するものでなければならないものとする。 

(3) 売主が買主に移転すべき権利は，当該売買契約の趣旨に適合しない他人の

地上権，抵当権その他の権利による負担又は当該売買契約の趣旨に適合しな

い法令の制限がないものでなければならないものとする。 

(4) 他人の権利を売買の内容としたとき（権利の一部が他人に属するときを含
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む。）は，売主は，その権利を取得して買主に移転する義務を負うものとする。 

（注）上記(2)については，民法第５７０条の「瑕疵」という文言を維持して表

現するという考え方がある。 

 

４ 目的物が契約の趣旨に適合しない場合の売主の責任 

民法第５６５条及び第５７０条本文の規律（代金減額請求・期間制限に関す

るものを除く。）を次のように改めるものとする。 

(1) 引き渡された目的物が前記３(2)に違反して契約の趣旨に適合しないもの

であるときは，買主は，その内容に応じて，売主に対し，目的物の修補，不

足分の引渡し又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる

ものとする。ただし，その権利につき履行請求権の限界事由があるときは，

この限りでないものとする。 

(2) 引き渡された目的物が前記３(2)に違反して契約の趣旨に適合しないもの

であるときは，買主は，売主に対し，債務不履行の一般原則に従って，その

不履行による損害の賠償を請求し，又はその不履行による契約の解除をする

ことができるものとする。 

(3) 売主の提供する履行の追完の方法が買主の請求する方法と異なる場合には，

売主の提供する方法が契約の趣旨に適合し，かつ，買主に不相当な負担を課

するものでないときに限り，履行の追完は，売主が提供する方法によるもの

とする。 

 

５ 目的物が契約の趣旨に適合しない場合における買主の代金減額請求権 

前記４（民法第５６５条・第５７０条関係）に，次のような規律を付け加え

るものとする。 

(1) 引き渡された目的物が前記３(2)に違反して契約の趣旨に適合しないもの

である場合において，買主が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし，売

主がその期間内に履行の追完をしないときは，買主は，意思表示により，そ

の不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができるものとする。 

(2) 次に掲げる場合には，上記(1)の催告を要しないものとする。 

 ア 履行の追完を請求する権利につき，履行請求権の限界事由があるとき。 

 イ 売主が履行の追完をする意思がない旨を表示したことその他の事由によ

り，売主が履行の追完をする見込みがないことが明白であるとき。 

(3) 上記(1)の意思表示は，履行の追完を請求する権利（履行の追完に代わる損

害の賠償を請求する権利を含む。）及び契約の解除をする権利を放棄する旨の

意思表示と同時にしなければ，その効力を生じないものとする。 

 

６ 目的物が契約の趣旨に適合しない場合における買主の権利の期間制限 

民法第５６５条及び第５７０条本文の規律のうち期間制限に関するものは，

次のいずれかの案のように改めるものとする。 
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【甲案】 引き渡された目的物が前記３(2)に違反して契約の趣旨に適合しない

ものである場合の買主の権利につき，消滅時効の一般原則とは別の期間制

限（民法第５６４条，第５６６条第３項参照）を廃止するものとする。 

【乙案】 消滅時効の一般原則に加え，引き渡された目的物が前記３(2)に違反

して契約の趣旨に適合しないものであることを買主が知った時から［１年

以内］にそれを売主に通知しないときは，買主は，前記４又は５による権

利を行使することができないものとする。ただし，売主が引渡しの時に目

的物が前記３(2)に違反して契約の趣旨に適合しないものであることを知

り，又は重大な過失によって知らなかったときは，この限りでないものと

する。 

 

７ 買主が事業者の場合における目的物検査義務及び適時通知義務 

(1) 買主が事業者であり，その事業の範囲内で売買契約をした場合において，

買主は，その売買契約に基づき目的物を受け取ったときは，遅滞なくその目

的物の検査をしなければならないものとする。 

(2) 上記(1)の場合において，買主は，受け取った目的物が前記３(2)に違反し

て契約の趣旨に適合しないものであることを知ったときは，相当な期間内に

それを売主に通知しなければならないものとする。 

(3) 買主は，上記(2)の期間内に通知をしなかったときは，前記４又は５による

権利を行使することができないものとする。上記(1)の検査をしなかった場合

において，検査をすれば目的物が前記３(2)に違反して契約の趣旨に適合しな

いことを知ることができた時から相当な期間内にそれを売主に通知しなかっ

たときも，同様とするものとする。 

(4) 上記(3)は，売主が引渡しの時に目的物が前記３(2)に違反して契約の趣旨

に適合しないものであることを知り，又は重大な過失によって知らなかった

ときは，適用しないものとする。 

（注１）これらのような規定を設けないという考え方がある。また，上記(3)

についてのみ，規定を設けないという考え方がある。 

（注２）事業者の定義について，引き続き検討する必要がある。 

 

８ 権利移転義務の不履行に関する売主の責任等 

民法第５６１条から第５６７条まで（第５６５条を除く。）の規律を次のよう

に改めるものとする。 

(1) 売主が買主に売買の内容である権利の全部又は一部を移転せず，又は売主

が移転した権利に前記３(3)に違反する他人の権利による負担若しくは法令

の制限があるときは，買主は，売主に対し，一般原則に従って，その履行を

請求し，その不履行による損害の賠償を請求し，又はその不履行による契約

の解除をすることができるものとする。 

(2) 上記(1)の債務不履行がある場合（移転すべき権利の全部を移転しない場合
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を除く。）において，買主が相当の期間を定めてその履行の催告をし，売主が

その期間内に履行をしないときは，買主は，意思表示により，不履行の程度

に応じて代金の減額を請求することができるものとする。 

(3) 次に掲げる場合には，上記(2)の催告を要しないものとする。 

ア 履行を請求する権利につき，履行請求権の限界事由があるとき。 

イ 売主が履行をする意思がない旨を表示したことその他の事由により，売

主が履行をする見込みがないことが明白であるとき。 

(4) 上記(2)の意思表示は，履行を請求する権利（履行に代わる損害の賠償を請

求する権利を含む。）及び契約の解除をする権利を放棄する旨の意思表示と同

時にしなければ，その効力を生じないものとする。 

（注）上記(2)の規律は，抵当権等の金銭債務の担保を内容とする権利による負 

担がある場合については，適用しないものとするという考え方がある。 

 

９ 競売における買受人の権利の特則（民法第５６８条及び第５７０条ただし書

関係） 

民法第５６８条及び第５７０条ただし書の規律を次のように改めるものとす

る。 

(1) 民事執行法その他の法律の規定に基づく競売における買受人は，買い受け

た目的物又は権利について買受けの申出の時に知らなかった損傷，他人の権

利による負担その他の事情（以下「損傷等」という。）がある場合において，

その損傷等により買い受けた目的を達することができないときは，債務者に

対し，契約の解除をし，又はその損傷等の程度に応じて代金の減額を請求す

ることができるものとする。ただし，買受人が［重大な］過失によってその

損傷等を知らなかったときは，この限りでないものとする。 

(2) 上記(1)の場合において，債務者が無資力であるときは，買受人は，代金の

配当を受けた債権者に対し，その代金の全部又は一部の返還を請求すること

ができるものとする。 

(3) 上記(1)又は(2)の場合において，債務者が目的物若しくは権利の不存在を

知りながら申し出なかったとき，又は債権者がこれを知りながら競売を請求

したときは，買受人は，これらの者に対し，損害賠償の請求をすることがで

きるものとする。 

(4) 買受人は，買い受けた目的物又は権利に損傷等があることを知った時から

１年以内にその損傷等を債務者又は配当を受領した債権者に通知しなければ，

上記(1)から(3)までの権利を失うものとする。ただし，買い受けた権利の全

部が他人に属していたときは，この限りでないものとする。 

（注）競売における担保責任に関して，現状を維持するという考え方がある。

また，上記(2)の規律は，上記(3)の要件を満たす債権者についてのみ適用

するという考え方がある。 
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10 買主の義務 

買主は，売主に代金を支払う義務を負うほか，次に掲げる義務を負うものと

する。 

ア 売買の目的物（当該売買契約の趣旨に適合するものに限る。）を受け取る義

務 

イ 前記３(1)イの対抗要件を具備させる義務の履行に必要な協力をする義務 

 

11 代金の支払場所（民法第５７４条関係） 

民法第５７４条の規律を次のように改めるものとする。 

(1) 売買の目的物の引渡しと同時に代金を支払うべきときは，その引渡しの場

所において支払わなければならないものとする。 

(2) 上記(1)は，代金の支払前に目的物の引渡しがあったときは，適用しないも

のとする。 

 

12 権利を失うおそれがある場合の買主による代金支払の拒絶（民法第５７６条

関係） 

民法第５７６条の規律を次のように改めるものとする。 

売買の目的について権利を主張する者があることその他の事由により，買主

がその買い受けた権利の全部又は一部を取得することができないおそれがある

とき，又はこれを失うおそれがあるときは，買主は，その危険の程度に応じて，

代金の全部又は一部の支払を拒むことができるものとする。ただし，売主が相

当の担保を供したときは，この限りでないものとする。 

 

13 抵当権等の登記がある場合の買主による代金支払の拒絶（民法第５７７条関

係） 

民法第５７７条の規律に付け加えて，先取特権，質権又は抵当権の負担を考

慮して代金の額が定められたときは，同条の規定は適用しないものとする。 

 

14 目的物の滅失又は損傷に関する危険の移転 

(1) 売主が買主に目的物を引き渡したときは，買主は，その時以後に生じた目

的物の滅失又は損傷を理由とする前記４又は５の権利を有しないものとする。

ただし，その滅失又は損傷が売主の債務不履行によって生じたときは，この

限りでないものとする。 

(2) 売主が当該売買契約の趣旨に適合した目的物の引渡しを提供したにもかか

わらず買主がそれを受け取らなかった場合であって，その目的物が買主に引

き渡すべきものとして引き続き特定されているときは，引渡しの提供をした

時以後に生じたその目的物の滅失又は損傷についても，上記(1)と同様とする。 

 



59

15 買戻し（民法第５７９条ほか関係） 

買戻しに関する民法第５７９条から第５８５条までの規律を基本的に維持し

た上で，次のように改めるものとする。 

(1) 民法第５７９条の規律に付け加えて，買主が返還すべき金額について当事

者に別段の合意がある場合には，それに従うものとする。 

(2) 民法第５８１条第１項を次のように改めるものとする。 

買戻しの特約を登記したときは，買戻しは，第三者に対しても，その効力

を有するものとする。 

 

第 36 贈与 

１ 贈与契約の意義（民法第５４９条関係） 

民法第５４９条の規律を次のように改めるものとする。 

贈与は，当事者の一方が財産権を無償で相手方に移転する意思を表示し，相

手方が受諾をすることによって，その効力を生ずるものとする。 

 

２ 贈与者の責任（民法第５５１条関係） 

民法第５５１条の規律を次のように改めるものとする。 

(1) 贈与者は，次に掲げる事実について，その責任を負わないものとする。た

だし，贈与者がこれらの事実を知りながら受贈者に告げなかったときは，こ

の限りでないものとする。 

ア 贈与によって引き渡すべき目的物が存在せず，又は引き渡した目的物が

当該贈与契約の趣旨に適合しないものであること。 

イ 贈与者が贈与によって移転すべき権利を有さず，又は贈与者が移転した

権利に当該贈与契約の趣旨に適合しない他人の権利による負担若しくは法

令の制限があること。 

(2) 他人の権利を贈与の内容とした場合（権利の一部が他人に属する場合を含

む。）であっても，贈与者がその権利を取得した場合には，その権利を受贈者

に移転する義務を負うものとする。 

(3) 上記(1)に掲げる事実があることにより，受贈者が贈与契約をした目的を達

することができないときは，受贈者は，贈与契約の解除をすることができる

ものとする。 

(4) 負担付贈与の受贈者は，贈与者が贈与契約によって引き渡すべき目的物又

は移転すべき権利に上記(1)に掲げる事実があることにより，受贈者の負担の

価額がその受け取った物又は権利の価額を超えるときは，受贈者は，その超

える額に相当する負担の履行を拒み，又は履行した負担の返還を請求するこ

とができるものとする。この場合において，負担を返還することができない

ときは，負担の価額の償還を請求することができるものとする。 

（注）上記(1)から(3)までについては，贈与者の履行義務並びにその不履行に

よる損害賠償及び契約の解除に関する規律をそれぞれ一般原則に委ねると
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いう考え方がある。 

 

３ 贈与契約の解除による返還義務の特則 

贈与契約が解除されたときは，受贈者は，解除の時に現に存していた利益の

限度において，返還の義務を負うものとする。 

 

４ 贈与者の困窮による贈与契約の解除 

贈与者が贈与契約の時に予見することのできなかった事情の変更が生じ，こ

れにより贈与者の生活が著しく困窮したときは，贈与者は，贈与契約の解除を

することができるものとする。ただし，履行の終わった部分については，この

限りでないものとする。 

 

５ 受贈者に著しい非行があった場合の贈与契約の解除 

(1) 贈与契約の後に，受贈者が贈与者に対して虐待をし，若しくは重大な侮辱

を加えたとき，又は受贈者にその他の著しい非行があったときは，贈与者は，

贈与契約の解除をすることができるものとする。 

(2) 上記(1)の解除権は，贈与者の一身に専属するものとする。ただし，受贈者

が上記(1)に該当する行為により贈与者を死亡させたときは，この限りでない

ものとする。 

(3) 上記(1)の解除があったときは，受贈者は，上記(1)の解除の原因が生じた

時に現に存していた利益の限度で，返還の義務を負うものとする。 

(4) 上記(1)の解除権は，贈与の履行が終わった時から[１０年]を経過したとき

は，その部分については行使できないものとする。 

 

第 37 消費貸借 

１ 消費貸借の成立等（民法第５８７条関係） 

 民法第５８７条の規律を次のように改めるものとする。 

(1) 消費貸借は，当事者の一方が種類，品質及び数量の同じ物をもって返還を

することを約して相手方から金銭その他の物を受け取ることによって，その

効力を生ずるものとする。 

(2) 上記(1)にかかわらず，書面でする消費貸借は，当事者の一方が金銭その他

の物を引き渡すことを約し，相手方がその物を受け取った後にこれと種類，

品質及び数量の同じ物をもって返還をすることを約することによって，その

効力を生ずるものとする。 

(3) 消費貸借がその内容を記録した電磁的記録（電子的方式，磁気的方式その

他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって，

電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。）によってされたとき

は，その消費貸借は，書面によってされたものとみなすものとする。 

(4) 上記(2)又は(3)の消費貸借の借主は，貸主から金銭その他の物を受け取る



61

まで，その消費貸借の解除をすることができるものとする。この場合におい

て，貸主に損害が生じたときは，借主は，その損害を賠償しなければならな

いものとする。 

(5) 上記(2)又は(3)の消費貸借は，借主が貸主から金銭その他の物を受け取る

前に当事者の一方が破産手続開始の決定を受けたときは，その効力を失うも

のとする。 

（注）上記(4)第２文については，規定を設けない（解釈に委ねる）という考え

方がある。 

 

２ 消費貸借の予約（民法第５８９条関係） 

 民法第５８９条の規律を次のように改めるものとする。 

(1) 消費貸借の予約は，書面でしなければ，その効力を生じないものとする。 

(2) 消費貸借の予約がその内容を記録した電磁的記録（前記１(3)参照）によっ

てされたときは，その消費貸借の予約は，書面によってされたものとみなす

ものとする。 

(3) 消費貸借の予約は，その後に当事者の一方が破産手続開始の決定を受けた

ときは，その効力を失うものとする。 

 

３ 準消費貸借（民法第５８８条関係） 

民法第５８８条の規律を次のように改めるものとする。 

金銭その他の物を給付する義務を負う者がある場合において，当事者がその

物を消費貸借の目的とすることを約したときは，消費貸借は，これによって成

立したものとみなすものとする。 

 

４ 利息 

利息の定めがある場合には，借主は，貸主から金銭その他の物を受け取った

日から起算して利息を支払う義務を負うものとする。 

 

５ 貸主の担保責任（民法第５９０条関係） 

 民法第５９０条の規律を次のように改めるものとする。 

(1) 利息付きの消費貸借において，引き渡された目的物が当該消費貸借契約の

趣旨に適合していない場合における貸主の担保責任については，売主の担保

責任に関する規定を準用するものとする。 

(2) 無利息の消費貸借において，引き渡された目的物が当該消費貸借契約の趣

旨に適合していない場合における貸主の担保責任については，贈与者の担保

責任に関する規定を準用するものとする。 

(3) 利息の有無にかかわらず，借主は，当該消費貸借契約の趣旨に適合してい

ない引き渡された物の価額を返還することができるものとする。 
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６ 期限前弁済（民法第５９１条第２項，第１３６条第２項関係） 

 民法第５９１条第２項の規律を次のように改めるものとする。 

(1) 当事者が返還の時期を定めなかったときは，借主は，いつでも返還をする

ことができるものとする。 

(2) 当事者が返還の時期を定めた場合であっても，借主は，いつでも返還をす

ることができるものとする。この場合において，貸主に損害が生じたときは，

借主は，その損害を賠償しなければならないものとする。 

 

第 38 賃貸借 

１ 賃貸借の成立（民法第６０１条関係） 

民法第６０１条の規律を次のように改めるものとする。 

賃貸借は，当事者の一方がある物の使用及び収益を相手方にさせることを約

し，相手方がこれに対してその賃料を支払うこと及び引渡しを受けた物を契約

が終了した後に返還することを約することによって，その効力を生ずるものと

する。 

 

２ 短期賃貸借（民法第６０２条関係） 

民法第６０２条柱書の部分の規律を次のように改めるものとする。 

処分の権限を有しない者が賃貸借をする場合には，同条各号に掲げる賃貸借

は，それぞれ当該各号に定める期間を超えることができないものとする。契約

でこれより長い期間を定めたときであっても，その期間は，当該各号に定める

期間とするものとする。 

 

３ 賃貸借の存続期間（民法第６０４条関係） 

民法第６０４条を削除するものとする。 

（注）民法第６０４条を維持するという考え方がある。 

 

４ 不動産賃貸借の対抗力，賃貸人たる地位の移転等（民法第６０５条関係） 

民法第６０５条の規律を次のように改めるものとする。 

(1) 不動産の賃貸借は，これを登記したときは，その不動産について物権を取

得した者その他の第三者に対抗することができるものとする。 

(2) 不動産の譲受人に対して上記(1)により賃貸借を対抗することができる場

合には，その賃貸人たる地位は，譲渡人から譲受人に移転するものとする。 

(3) 上記(2)の場合において，譲渡人及び譲受人が，賃貸人たる地位を譲渡人に

留保し，かつ，当該不動産を譲受人が譲渡人に賃貸する旨の合意をしたとき

は，賃貸人たる地位は，譲受人に移転しないものとする。この場合において，

その後に譲受人と譲渡人との間の賃貸借が終了したときは，譲渡人に留保さ

れた賃貸人たる地位は，譲受人又はその承継人に移転するものとする。 

(4) 上記(2)又は(3)第２文による賃貸人たる地位の移転は，賃貸物である不動
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産について所有権移転の登記をしなければ，賃借人に対抗することができな

いものとする。 

(5) 上記(2)又は(3)第２文により賃貸人たる地位が譲受人又はその承継人に移

転したときは，後記７(2)の敷金の返還に係る債務及び民法第６０８条に規定

する費用の償還に係る債務は，譲受人又はその承継人に移転するものとする。 

（注）上記(3)については，規定を設けない（解釈に委ねる）という考え方があ

る。 

 

５ 合意による賃貸人たる地位の移転 

不動産の譲受人に対して賃貸借を対抗することができない場合であっても，

その賃貸人たる地位は，譲渡人及び譲受人の合意により，賃借人の承諾を要し

ないで，譲渡人から譲受人に移転させることができるものとする。この場合に

おいては，前記４(4)及び(5)を準用するものとする。 

 

６ 不動産の賃借人による妨害排除等請求権 

不動産の賃借人は，賃貸借の登記をした場合又は借地借家法その他の法律が

定める賃貸借の対抗要件を備えた場合において，次の各号に掲げるときは，当

該各号に定める請求をすることができるものとする。 

(1) 不動産の占有を第三者が妨害しているとき 

当該第三者に対する妨害の停止の請求 

(2) 不動産を第三者が占有しているとき 

当該第三者に対する返還の請求 

 

７ 敷金 

(1) 敷金とは，いかなる名義をもってするかを問わず，賃料債務その他の賃貸

借契約に基づいて生ずる賃借人の賃貸人に対する金銭債務を担保する目的で，

賃借人が賃貸人に対して交付する金銭をいうものとする。 

(2) 敷金が交付されている場合において，賃貸借が終了し，かつ，賃貸人が賃

貸物の返還を受けたとき，又は賃借人が適法に賃借権を譲渡したときは，賃

貸人は，賃借人に対し，敷金の返還をしなければならないものとする。この

場合において，賃料債務その他の賃貸借契約に基づいて生じた賃借人の賃貸

人に対する金銭債務があるときは，敷金は，当該債務の弁済に充当されるも

のとする。 

(3) 上記(2)第１文により敷金の返還債務が生ずる前においても，賃貸人は，賃

借人が賃料債務その他の賃貸借契約に基づいて生じた金銭債務の履行をしな

いときは，敷金を当該債務の弁済に充当することができるものとする。この

場合において，賃借人は，敷金を当該債務の弁済に充当することができない

ものとする。 
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８ 賃貸物の修繕等（民法第６０６条第１項関係） 

 民法第６０６条第１項の規律を次のように改めるものとする。 

(1) 賃貸人は，賃貸物の使用及び収益に必要な修繕をする義務を負うものとす

る。 

(2) 賃借物が修繕を要する場合において，賃借人がその旨を賃貸人に通知し，

又は賃貸人がその旨を知ったにもかかわらず，賃貸人が相当の期間内に必要

な修繕をしないときは，賃借人は，自ら賃借物の使用及び収益に必要な修繕

をすることができるものとする。ただし，急迫の事情があるときは，賃借人

は，直ちに賃借物の使用及び収益に必要な修繕をすることができるものとす

る。 

（注）上記(2)については，「賃貸人が上記(1)の修繕義務を履行しないときは，

賃借人は，賃借物の使用及び収益に必要な修繕をすることができる」との

み定めるという考え方がある。 

 

９ 減収による賃料の減額請求等（民法第６０９条・第６１０条関係） 

民法第６０９条及び第６１０条を削除するものとする。 

 

10 賃借物の一部滅失等による賃料の減額等（民法第６１１条関係） 

 民法第６１１条の規律を次のように改めるものとする。 

(1) 賃借物の一部が滅失した場合その他の賃借人が賃借物の一部の使用及び収

益をすることができなくなった場合には，賃料は，その部分の割合に応じて

減額されるものとする。この場合において，賃借物の一部の使用及び収益を

することができなくなったことが契約の趣旨に照らして賃借人の責めに帰す

べき事由によるものであるときは，賃料は，減額されないものとする。 

(2) 上記(1)第２文の場合において，賃貸人は，自己の債務を免れたことによっ

て利益を得たときは，これを賃借人に償還しなければならないものとする。 

(3) 賃借物の一部が滅失した場合その他の賃借人が賃借物の一部の使用及び収

益をすることができなくなった場合において，残存する部分のみでは賃借人

が賃借をした目的を達することができないときは，賃借人は，契約の解除を

することができるものとする。 

（注）上記(1)及び(2)については，民法第６１１条第１項の規律を維持すると

いう考え方がある。 

 

11 転貸の効果（民法第６１３条関係） 

 民法第６１３条の規律を次のように改めるものとする。 

(1) 賃借人が適法に賃借物を転貸したときは，賃貸人は，転借人が転貸借契約

に基づいて賃借物の使用及び収益をすることを妨げることができないものと

する。 

(2) 賃借人が適法に賃借物を転貸したときは，転借人は，転貸借契約に基づく
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債務を賃貸人に対して直接履行する義務を負うものとする。この場合におい

て，直接履行すべき債務の範囲は，賃貸人と賃借人（転貸人）との間の賃貸

借契約に基づく債務の範囲に限られるものとする。 

(3) 上記(2)の場合において，転借人は，転貸借契約に定めた時期の前に転貸人

に対して賃料を支払ったとしても，上記(2)の賃貸人に対する義務を免れない

ものとする。 

(4) 上記(2)及び(3)は，賃貸人が賃借人に対してその権利を行使することを妨

げないものとする。 

(5) 賃借人が適法に賃借物を転貸した場合において，賃貸人及び賃借人が賃貸

借契約を合意により解除したときは，賃貸人は，転借人に対し，当該解除の

効力を主張することができないものとする。ただし，当該解除の時点におい

て債務不履行を理由とする解除の要件を満たしていたときは，この限りでな

いものとする。 

（注）上記(3)については，民法第６１３条第１項後段の文言を維持するという

考え方がある。 

 

12 賃借物の全部滅失等による賃貸借の終了 

賃借物の全部が滅失した場合その他の賃借人が賃借物の全部の使用及び収益

をすることができなくなった場合には，賃貸借は，終了するものとする。 

 

13 賃貸借終了後の収去義務及び原状回復義務（民法第６１６条，第５９８条関

係） 

  民法第６１６条（同法第５９８条の準用）の規律を次のように改めるものと

する。 

(1) 賃借人は，賃借物を受け取った後にこれに附属させた物がある場合におい

て，賃貸借が終了したときは，その附属させた物を収去する権利を有し，義

務を負うものとする。ただし，賃借物から分離することができない物又は賃

借物から分離するのに過分の費用を要する物については，この限りでないも

のとする。 

(2) 賃借人は，賃借物を受け取った後にこれに生じた損傷がある場合において，

賃貸借が終了したときは，その損傷を原状に復する義務を負うものとする。

この場合において，その損傷が契約の趣旨に照らして賃借人の責めに帰する

ことができない事由によって生じたものであるときは，賃借人は，その損傷

を原状に復する義務を負わないものとする。 

(3) 賃借人は，賃借物の通常の使用及び収益をしたことにより生じた賃借物の

劣化又は価値の減少については，これを原状に復する義務を負わないものと

する。 

 

14 損害賠償及び費用償還の請求権に関する期間制限（民法第６２１条，第６０
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０条関係） 

民法第６２１条（同法第６００条の準用）の規律を次のように改めるものと

する。 

(1) 契約の趣旨に反する使用又は収益によって生じた損害の賠償は，賃貸人が

賃貸物の返還を受けた時から１年以内に請求しなければならないものとする。 

(2) 上記(1)の損害賠償請求権については，賃貸人が賃貸物の返還を受けた時か

ら１年を経過するまでの間は，消滅時効は，完成しないものとする。 

(3) 賃借人が支出した費用の償還請求権に関する期間制限の部分を削除するも

のとする。 

 

15 賃貸借に類似する契約 

(1) ファイナンス・リース契約 

賃貸借の節に次のような規定を設けるものとする。 

ア 当事者の一方が相手方の指定する財産を取得してこれを相手方に引き渡

すこと並びに相手方による当該財産の使用及び収益を受忍することを約し，

相手方がその使用及び収益の対価としてではなく当該財産の取得費用等に

相当する額の金銭を支払うことを約する契約については，民法第６０６条

第１項，第６０８条第１項その他の当該契約の性質に反する規定を除き，

賃貸借の規定を準用するものとする。 

イ 上記アの当事者の一方は，相手方に対し，有償契約に準用される売主の

担保責任（前記第３５，４以下参照）を負わないものとする。 

ウ 上記アの当事者の一方がその財産の取得先に対して売主の担保責任に基

づく権利を有するときは，上記アの相手方は，その当事者の一方に対する

意思表示により，当該権利（解除権及び代金減額請求権を除く。）を取得す

ることができるものとする。 

(2) ライセンス契約 

賃貸借の節に次のような規定を設けるものとする。 

当事者の一方が自己の有する知的財産権（知的財産基本法第２条第２項参

照）に係る知的財産（同条第１項参照）を相手方が利用することを受忍する

ことを約し，相手方がこれに対してその利用料を支払うことを約する契約に

ついては，前記４(2)から(5)まで（賃貸人たる地位の移転等）その他の当該

契約の性質に反する規定を除き，賃貸借の規定を準用するものとする。 

（注）上記(1)及び(2)のそれぞれについて，賃貸借の節に規定を設けるのでは

なく新たな典型契約とするという考え方，そもそも規定を設けないという

考え方がある。 

 

第 39 使用貸借 

１ 使用貸借の成立等（民法第５９３条関係） 

民法第５９３条の規律を次のように改めるものとする。 
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(1) 使用貸借は，当事者の一方がある物を引き渡すことを約し，相手方が引渡

しを受けた物を無償で使用及び収益をした後に返還することを約することに

よって，その効力を生ずるものとする。 

(2) 使用貸借の当事者は，借主が借用物を受け取るまでは，契約の解除をする

ことができるものとする。ただし，書面による使用貸借の貸主は，借主が借

用物を受け取る前であっても，契約の解除をすることができないものとする。 

 

２ 使用貸借の終了（民法第５９７条関係） 

民法第５９７条の規律を次のように改めるものとする。 

(1) 当事者が返還の時期を定めたときは，使用貸借は，その時期が到来した時

に終了するものとする。 

(2) 当事者が返還の時期を定めず，使用及び収益の目的を定めたときは，使用

貸借は，借主がその目的に従い使用及び収益を終わった時に終了するものと

する。 

(3) 当事者が返還の時期を定めず，使用及び収益の目的を定めた場合において，

借主がその目的に従い使用及び収益をするのに足りる期間を経過したときは，

貸主は，契約の解除をすることができるものとする。 

(4) 当事者が返還の時期並びに使用及び収益の目的を定めなかったときは，貸

主は，いつでも契約の解除をすることができるものとする。 

(5) 借主は，借用物を受け取った後であっても，いつでも契約の解除をするこ

とができるものとする。 

 

３ 使用貸借終了後の収去義務及び原状回復義務（民法第５９８条関係） 

民法第５９８条の規律を次のように改めるものとする。 

(1) 借主は，借用物を受け取った後にこれに附属させた物がある場合において，

使用貸借が終了したときは，その附属させた物を収去する権利を有し，義務

を負うものとする。ただし，借用物から分離することができない物又は借用

物から分離するのに過分の費用を要する物については，この限りでないもの

とする。 

(2) 借主は，借用物を受け取った後にこれに生じた損傷がある場合において，

使用貸借が終了したときは，その損傷を原状に復する義務を負うものとする。

この場合において，その損傷が契約の趣旨に照らして借主の責めに帰するこ

とができない事由によって生じたものであるときは，借主は，その損傷を原

状に復する義務を負わないものとする。 

 

４ 損害賠償及び費用償還の請求権に関する期間制限（民法第６００条関係） 

民法第６００条の規律を次のように改めるものとする。 

(1) 契約の趣旨に反する使用又は収益によって生じた損害の賠償は，貸主が目

的物の返還を受けた時から１年以内に請求しなければならないものとする。 
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(2) 上記(1)の損害賠償請求権については，貸主が目的物の返還を受けた時から

１年を経過するまでの間は，消滅時効は，完成しないものとする。 

(3) 借主が支出した費用の償還請求権に関する期間制限の部分を削除するもの

とする。 

 

第 40 請負 

１ 仕事が完成しなかった場合の報酬請求権・費用償還請求権 

(1) 請負人が仕事を完成することができなくなった場合であっても，次のいず

れかに該当するときは，請負人は，既にした仕事の報酬及びその中に含まれ

ていない費用を請求することができるものとする。 

ア 既にした仕事の成果が可分であり，かつ，その給付を受けることについ

て注文者が利益を有するとき 

イ 請負人が仕事を完成することができなくなったことが，請負人が仕事を

完成するために必要な行為を注文者がしなかったことによるものであると

き 

(2) 解除権の行使は，上記(1)の報酬又は費用の請求を妨げないものとする。 

(3) 請負人が仕事を完成することができなくなった場合であっても，それが契

約の趣旨に照らして注文者の責めに帰すべき事由によるものであるときは，

請負人は，反対給付の請求をすることができるものとする。この場合におい

て，請負人は，自己の債務を免れたことにより利益を得たときは，それを注

文者に償還しなければならないものとする。 

（注）上記(1)イについては，規定を設けないという考え方がある。 

 

２ 仕事の目的物が契約の趣旨に適合しない場合の請負人の責任 

(1) 仕事の目的物が契約の趣旨に適合しない場合の修補請求権の限界（民法第

６３４条第１項関係） 

民法第６３４条第１項の規律を次のように改めるものとする。 

仕事の目的物が契約の趣旨に適合しない場合には，注文者は，請負人に対

し，相当の期間を定めて，その修補の請求をすることができるものとする。

ただし，修補請求権について履行請求権の限界事由があるときは，この限り

でないものとする。 

 

(2) 仕事の目的物が契約の趣旨に適合しないことを理由とする解除（民法第６

３５条関係） 

民法第６３５条を削除するものとする。 

 

(3) 仕事の目的物が契約の趣旨に適合しない場合の注文者の権利の期間制限

（民法第６３７条関係） 

民法第６３７条の規律を次のいずれかの案のように改めるものとする。 
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【甲案】 民法第６３７条を削除する（消滅時効の一般原則に委ねる）もの

とする。 

【乙案】 消滅時効の一般原則に加え，仕事の目的物が契約の趣旨に適合し

ないことを注文者が知ったときから［１年以内］にその適合しないこと

を請負人に通知しないときは，注文者は，請負人に対し，その適合しな

いことに基づく権利を行使することができないものとする。ただし，請

負人が，引渡しの時に，仕事の目的物が契約の趣旨に適合しないことを

知り，又は重大な過失によって知らなかったときは，この限りでないも

のとする。 

（注）乙案について，引渡時（引渡しを要しない場合には仕事の終了時）か

ら期間を起算するという考え方がある。 

 

(4) 仕事の目的物である土地工作物が契約の趣旨に適合しない場合の請負人の

責任の存続期間（民法第６３８条関係） 

民法第６３８条を削除するものとする。 

 

(5) 仕事の目的物が契約の趣旨に適合しない場合の請負人の責任の免責特約

（民法第６４０条関係） 

民法第６４０条の規律を改め，請負人は，仕事の目的物が契約の趣旨に適

合しないことについての責任を負わない旨の特約をした場合であっても，目

的物の引渡時（引渡しを要しない場合には，仕事の終了時）に仕事の目的物

が契約の趣旨に適合しないことを知っていたときは，その責任を免れること

ができないものとする。 

 

３ 注文者についての破産手続の開始による解除（民法第６４２条関係） 

民法第６４２条第１項前段の規律のうち請負人の解除権に関する部分を改め，

注文者が破産手続開始の決定を受けたときは，請負人が仕事を完成しない間は，

請負人は契約の解除をすることができるものとする。 

 

第 41 委任 

１ 受任者の自己執行義務 

(1) 受任者は，委任者の許諾を得たとき，又はやむを得ない事由があるときで

なければ，復受任者を選任することができないものとする。 

(2) 代理権の授与を伴う復委任において，復受任者は，委任者に対し，その権

限の範囲内において，受任者と同一の権利を有し，義務を負うものとする。 

（注）上記(1)については，「許諾を得たとき，又は復受任者を選任することが

契約の趣旨に照らして相当であると認められるとき」に復受任者を選任す

ることができるものとするという考え方がある。 
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２ 委任者の金銭の消費についての責任（民法第６４７条関係） 

民法第６４７条を削除するものとする。 

（注）民法第６４７条を維持するという考え方がある。 

 

３ 受任者が受けた損害の賠償義務（民法第６５０条第３項関係） 

民法第６５０条第３項の規律に付け加えて，委任事務が専門的な知識又は技

能を要するものである場合において，その専門的な知識又は技能を有する者で

あればその委任事務の処理に伴ってその損害が生ずるおそれがあることを知り

得たときは，同項を適用しないものとする。 

（注）民法第６５０条第３項の現状を維持するという考え方がある。 

 

４ 報酬に関する規律 

(1) 無償性の原則の見直し（民法第６４８条第１項関係） 

民法第６４８条第１項を削除するものとする。 

 

(2) 報酬の支払時期（民法第６４８条第２項関係） 

民法第６４８条第２項の規律に付け加えて，委任事務を処理したことによ

る成果に対して報酬を支払うことを定めた場合には，目的物の引渡しを要す

るときは引渡しと同時に，引渡しを要しないときは成果が完成した後に，こ

れを請求することができるものとする。 

 

(3) 委任事務の全部又は一部を処理することができなくなった場合の報酬請求

権（民法第６４８条第３項関係） 

ア 民法第６４８条第３項の規律を改め，委任事務の一部を処理することが

できなくなったときは，受任者は，既にした履行の割合に応じて報酬を請

求することができるものとする。ただし，委任事務を処理したことによる

成果に対して報酬を支払うことを定めた場合は，次のいずれかに該当する

ときに限り，既にした履行の割合に応じて報酬を請求することができるも

のとする。 

(ｱ) 既にした委任事務の処理の成果が可分であり，かつ，その給付を受け

ることについて委任者が利益を有するとき 

(ｲ) 受任者が委任事務の一部を処理することができなくなったことが，受

任者が成果を完成するために必要な行為を委任者がしなかったことによ

るものであるとき 

イ 受任者が委任事務の全部又は一部を処理することができなくなった場合

であっても，それが契約の趣旨に照らして委任者の責めに帰すべき事由に

よるものであるときは，受任者は，反対給付の請求をすることができるも

のとする。この場合において，受任者は，自己の債務を免れたことにより

利益を得たときは，それを委任者に償還しなければならない。 
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（注）上記ア(ｲ)については，規定を設けないという考え方がある。 

 

５ 委任の終了に関する規定 

(1) 委任契約の任意解除権（民法第６５１条関係） 

民法第６５１条の規律を維持した上で，次のように付け加えるものとする。 

委任が受任者の利益をも目的とするものである場合（その利益が専ら報酬

を得ることによるものである場合を除く。）において，委任者が同条第１項に

よる委任の解除をしたときは，委任者は，受任者の損害を賠償しなければな

らないものとする。ただし，やむを得ない事由があったときはこの限りでな

いものとする。 

 

(2) 破産手続開始による委任の終了（民法第６５３条第２号関係） 

民法第６５３条第２号の規律を次のように改めるものとする。 

ア 有償の委任において，委任者が破産手続開始の決定を受けたときは，受

任者又は破産管財人は，委任の解除をすることができるものとする。この

場合において，受任者は，既にした履行の割合に応じた報酬について，破

産財団の配当に加入することができるものとする。 

イ 受任者が破産手続開始の決定を受けたときは，委任者又は有償の委任に

おける破産管財人は，委任の解除をすることができるものとする。 

ウ 上記ア又はイの場合には，契約の解除によって生じた損害の賠償は，破

産管財人が契約の解除をした場合における相手方に限り，請求することが

できるものとする。この場合において，相手方は，その損害賠償について，

破産財団の配当に加入するものとする。 

（注）民法第６５３条第２号の規律を維持するという考え方がある。また，

同号の規律を基本的に維持した上で，委任者が破産手続開始の決定を受

けた場合に終了するのは，委任者の財産の管理及び処分を目的とする部

分に限るという考え方がある。 

 

６ 準委任（民法第６５６条関係） 

(1) 民法第６５６条の規律を維持した上で，次のように付け加えるものとする。 

法律行為でない事務の委託であって，［受任者の選択に当たって，知識，経

験，技能その他の当該受任者の属性が主要な考慮要素になっていると認めら

れるもの以外のもの］については，前記１（自己執行義務），民法第６５１条，

第６５３条（委任者が破産手続開始の決定を受けた場合に関する部分を除

く。）を準用しないものとする。 

(2) 上記(1)の準委任の終了について，次の規定を設けるものとする。 

ア 当事者が準委任の期間を定めなかったときは，各当事者は，いつでも解

約の申入れをすることができる。この場合において，準委任契約は，解約

の申入れの日から［２週間］を経過することによって終了する。 
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イ 当事者が準委任の期間を定めた場合であっても，やむを得ない事由があ

るときは，各当事者は，直ちに契約の解除をすることができる。この場合

において，その事由が当事者の一方の過失によって生じたものであるとき

は，相手方に対して損害賠償の責任を負う。 

ウ 無償の準委任においては，受任者は，いつでも契約の解除をすることが

できる。 

（注）民法第６５６条の現状を維持するという考え方がある。 

 

第 42 雇用 

１ 報酬に関する規律（労務の履行が中途で終了した場合の報酬請求権） 

(1) 労働者が労務を中途で履行することができなくなった場合には，労働者は，

既にした履行の割合に応じて報酬を請求することができるものとする。 

(2) 労働者が労務を履行することができなくなった場合であっても，それが契

約の趣旨に照らして使用者の責めに帰すべき事由によるものであるときは，

労働者は，反対給付を請求することができるものとする。この場合において，

自己の債務を免れたことによって利益を得たときは，これを使用者に償還し

なければならないものとする。 

（注）上記(1)については，規定を設けないという考え方がある。 

 

２ 期間の定めのある雇用の解除（民法第６２６条関係） 

民法第６２６条の規律を次のように改めるものとする。 

(1) 期間の定めのある雇用において，５年を超える期間を定めたときは，当事

者の一方は，５年を経過した後，いつでも契約を解除することができるもの

とする。 

(2) 上記(1)により契約の解除をしようとするときは，２週間前にその予告をし

なければならないものとする。 

 

３ 期間の定めのない雇用の解約の申入れ（民法第６２７条関係） 

民法第６２７条第２項及び第３項を削除するものとする。 

 

第 43 寄託 

１ 寄託契約の成立等 

(1) 寄託契約の成立（民法第６５７条関係） 

民法第６５７条の規律を次のように改めるものとする。 

 ア 寄託は，当事者の一方が相手方のためにある物を保管することとともに，

保管した物を相手方に返還することを約し，相手方がこれを承諾すること

によって，その効力を生ずるものとする。 

 イ 有償の寄託の寄託者は，受寄者が寄託物を受け取るまでは，契約の解除

をすることができるものとする。この場合において，受寄者に損害が生じ
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たときは，寄託者は，その損害を賠償しなければならないものとする。 

 ウ 無償の寄託の当事者は，受寄者が寄託物を受け取るまでは，契約の解除

をすることができるものとする。ただし，書面による無償の寄託の受寄者

は，受寄者が寄託物を受け取る前であっても，契約の解除をすることがで

きないものとする。 

 エ 有償の寄託又は書面による無償の寄託の受寄者は，寄託物を受け取るべ

き時を経過したにもかかわらず，寄託者が寄託物を引き渡さない場合にお

いて，受寄者が相当の期間を定めて寄託物の引渡しを催告し，その期間内

に引渡しがないときは，受寄者は，契約の解除をすることができるものと

する。 

（注）上記エについては，規定を設けないという考え方がある。 

 

(2) 寄託者の破産手続開始の決定による解除 

  有償の寄託の受寄者が寄託物を受け取る前に寄託者が破産手続開始の決定

を受けたときは，受寄者又は破産管財人は，契約の解除をすることができる

ものとする。この場合において，契約の解除によって生じた損害の賠償は，

破産管財人が契約の解除をしたときにおける受寄者に限り，請求することが

でき，受寄者は，その損害賠償について，破産財団の配当に加入するものと

する。 

 

２ 寄託者の自己執行義務（民法第６５８条関係） 

(1) 民法第６５８条第１項の規律を次のように改めるものとする。 

ア 受寄者は，寄託者の承諾を得なければ，寄託物を使用することができな

いものとする。 

イ 受寄者は，寄託者の承諾を得たとき，又はやむを得ない事由があるとき

でなければ，寄託物を第三者に保管させることができないものとする。 

(2) 民法第６５８条第２項の規律を次のように改めるものとする。 

  再受寄者は，寄託者に対し，その権限の範囲内において，受寄者と同一の

権利を有し，義務を負うものとする。 

（注）上記(1)イについては，「受寄者の承諾を得たとき，又は再受寄者を選任

することが契約の趣旨に照らして相当であると認められるとき」でなけれ

ば，寄託物を第三者に保管させることができないものとするという考え方

がある。 

 

３ 受寄者の保管に関する注意義務（民法第６５９条関係） 

民法第６５９条の規律に付け加えて，有償で寄託を受けた者は，善良な管理

者の注意をもって，寄託物を保管する義務を負うものとする。 
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４ 寄託物についての第三者の権利主張（民法第６６０条関係） 

民法第６６０条の規律を次のように改めるものとする。 

(1) 寄託物について権利を主張する第三者が受寄者に対して訴えを提起し，又

は差押え，仮差押え若しくは仮処分をしたときは，受寄者は，遅滞なくその

事実を寄託者に通知しなければならないものとする。ただし，寄託者が既に

これを知っているときは，この限りでないものとする。 

(2) 受寄者は，寄託物について権利を主張する第三者に対して，寄託者が主張

することのできる権利を援用することができるものとする。 

(3) 第三者が寄託物について権利を主張する場合であっても，受寄者は，寄託

者の指図がない限り，寄託者に対し寄託物を返還しなければならないものと

する。ただし，受寄者が上記(1)の通知をし，又はその通知を要しない場合に

おいて，その第三者が受寄者に対して寄託物の引渡しを強制することができ

るときは，その第三者に寄託物を引き渡すことによって，寄託物を寄託者に

返還することができないことについての責任を負わないものとする。 

(4) 受寄者は，上記(3)により寄託者に対して寄託物を返還しなければならない

場合には，寄託物について権利を主張する第三者に対し，寄託物の引渡しを

拒絶したことによる責任を負わないものとする。 

（注）上記(3)及び(4)については，規定を設けない（解釈に委ねる）という考

え方がある。 

 

５ 寄託者の損害賠償責任（民法第６６１条関係） 

民法第６６１条の規律を次のように改めるものとする。 

(1) 寄託者は，寄託物の性質又は状態に起因して生じた損害を受寄者に賠償し

なければならないものとする。 

(2) 上記(1)にかかわらず，次のいずれかに該当する場合には，寄託者は，上記

(1)の損害を賠償する責任を負わないものとする。 

ア 受寄者が有償で寄託を受けた場合において，寄託者が過失なく上記(1)

の性質又は状態を知らなかったとき。 

イ 受寄者が上記(1)の性質又は状態を知っていたとき。 

（注）上記(2)アに代えて，寄託物の保管が専門的な知識又は技能を要するもの

である場合において，その専門的な知識又は技能を有する受寄者であれば

その寄託物の保管に伴ってその損害が生ずるおそれがあることを知り得た

ときとするという考え方がある。 

 

６ 報酬に関する規律（民法第６６５条関係） 

受寄者の報酬に関して，民法第６６５条の規律を維持し，受任者の報酬に関

する規律（前記第４１，４）を準用するものとする。 

 

７ 寄託物の損傷又は一部滅失の場合における寄託者の損害賠償請求権の短期期



75

間制限 

(1) 返還された寄託物に損傷又は一部滅失があった場合の損害の賠償は，寄託

者が寄託物の返還を受けた時から１年以内に請求しなければならないものと

する。 

(2) 上記(1)の損害賠償請求権については，寄託者が寄託物の返還を受けた時か

ら１年を経過するまでの間は，消滅時効は，完成しないものとする。 

 

８ 寄託者による返還請求（民法第６６２条関係） 

民法第６６２条の規律に付け加えて，有償の寄託について，同条による返還

の請求によって受寄者に損害が生じたときは，寄託者は，その損害を賠償しな

ければならないものとする。 

 

９ 寄託物の受取後における寄託者の破産手続開始の決定 

(1) 有償の寄託において，寄託者が破産手続開始の決定を受けた場合には，返

還時期の定めがあるときであっても，受寄者は寄託物を返還することができ，

破産管財人は寄託物の返還を請求することができるものとする。この場合に

おいて，受寄者は，既にした履行の割合に応じた報酬について，破産財団の

配当に加入することができるものとする。 

(2) 上記(1)により破産管財人が返還時期より前に返還請求をした場合には，受

寄者は，これによって生じた損害の賠償を請求することができるものとする。

この場合において，受寄者は，その損害賠償について，破産財団の配当に加

入するものとする。 

（注）これらのような規定を設けないという考え方がある。 

 

10 混合寄託 

(1) 複数の寄託者からの種類及び品質が同一である寄託物（金銭を除く。）があ

る場合において，これらを混合して保管するためには，受寄者は，全ての寄

託者の承諾を得なければならないものとする。 

(2) 上記(1)に基づき受寄者が複数の寄託者からの寄託物を混合して保管した

ときは，各寄託者は，その寄託した物の数量の割合に応じた物の返還を請求

することができるものとする。 

 

11 消費寄託（民法第６６６条関係） 

民法第６６６条の規律を次のように改めるものとする。 

(1) 受寄者が契約により寄託物を消費することができる場合には，受寄者は，

寄託された物と種類，品質及び数量の同じ物をもって返還しなければならな

いものとする。 

(2) 上記(1)の契約については，消費貸借に関する民法第５８８条（前記第３７，

３），第５９０条（前記第３７，５）及び第５９２条と，寄託に関する前記１，



76

民法第６６２条（前記８），第６６３条及び前記９を準用するものとする。 

（注）上記(2)のうち，寄託物の返還に関する民法第６６２条，第６６３条及び

前記９を準用する部分については，現状を維持する（基本的に消費貸借の

規定を準用する）という考え方がある。 

 

第 44 組合 

１ 組合契約の無効又は取消し 

組合契約に関し，組合員の一部について意思表示又は法律行為に無効又は取

消しの原因があっても，他の組合員の間における当該組合契約の効力は，妨げ

られないものとする。 

 

２ 他の組合員が出資債務を履行しない場合 

(1) 組合員は，他の組合員が出資債務の履行をしないことを理由として，自己

の出資債務の履行を拒むことができないものとする。 

(2) 組合員は，他の組合員が出資債務の履行をしない場合であっても，組合契

約の解除をすることができないものとする。 

 

３ 組合の財産関係（民法第６６８条ほか関係） 

(1) 組合の財産関係について，民法第６６８条，第６７４条，第６７６条及び

第６７７条の規律を維持した上で，次のような規律を付け加えるものとする。 

ア 組合員の債権者は，組合財産に属する財産に対し，その権利を行使する

ことができないものとする。 

イ 組合員は，組合財産に属する債権について，自己の持分に応じて分割し

て行使することができないものとする。 

ウ 組合の債権者は，組合財産に属する財産に対し，その権利を行使するこ

とができるものとする。 

(2) 民法第６７５条の規律を改め，組合の債権者は，各組合員に対しても，等

しい割合でその権利を行使することができるものとする。ただし，組合の債

権者がその債権の発生の時に組合員の損失分担の割合を知っていたときは，

その割合によってのみその権利を行使することができるものとする。 

（注）上記(1)アについては，このような規定を設けるべきではない（解釈に委

ねる）という考え方がある。 

 

４ 組合の業務執行（民法第６７０条関係） 

民法第６７０条の規律を次のように改める。 

(1) 組合の業務は，組合員の過半数をもって決定し，各組合員がこれを執行す

るものとする。 

(2) 組合の業務執行は，組合契約の定めるところにより，一人又は数人の組合

員又は第三者に委任することができるものとする。 
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(3) 上記(2)の委任を受けた者（業務執行者）は，組合の業務を決定し，これを

執行するものとする。業務執行者が二人以上ある場合には，組合の業務は，

業務執行者の過半数をもって決定し，各業務執行者がこれを執行するものと

する。 

(4) 業務執行者を置いている場合であっても，総組合員によって組合の業務を

執行することは妨げられないものとする。 

(5) 上記(1)から(4)までにかかわらず，組合の常務は，各組合員又は各業務執

行者が単独で決定し，これを執行することができるものとする。ただし，そ

の完了前に他の組合員又は業務執行者が異議を述べたときは，この限りでは

ないものとする。 

 

５ 組合代理 

(1) 各組合員が他の組合員を代理して組合の業務を執行するには，組合員の過

半数をもってした決定による代理権の授与を要するものとする。ただし，組

合の常務に関しては，各組合員は，当然に他の組合員を代理してこれを行う

権限を有するものとする。 

(2) 業務執行者を定めた場合には，組合員を代理する権限は，業務執行者のみ

が有するものとする。 

(3) 業務執行者が二人以上ある場合に，各業務執行者が組合員を代理して組合

の業務を執行するには，業務執行者の過半数をもってした決定による代理権

の授与を要するものとする。ただし，組合の常務に関しては，各業務執行者

は，当然に組合員を代理してこれを行う権限を有するものとする。 

 

６ 組合員の加入 

(1) 組合の成立後であっても， 組合員は，その全員の同意をもって，又は組合

契約の定めるところにより，新たに組合員を加入させることができるものと

する。 

(2) 上記(1)により組合の成立後に加入した組合員は，その加入前に生じた組合

債務については，これを履行する責任を負わないものとする。 

 

７ 組合員の脱退（民法第６７８条から第６８１条まで関係） 

組合員の脱退について，民法第６７８条から第６８１条までの規律を基本的

に維持した上で，次のように改めるものとする。 

(1) 民法第６７８条に付け加えて，やむを得ない事由があっても組合員が脱退

することができないことを内容とする合意は，無効とするものとする。 

(2) 脱退した組合員は，脱退前に生じた組合債務については，これを履行する

責任を負うものとする。この場合において，脱退した組合員は，他の組合員

に対し，この債務からの免責を得させること，又は相当な担保を供すること

を求めることができるものとする。 
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８ 組合の解散事由（民法第６８２条関係） 

民法第６８２条の規律を改め，組合は，次に掲げる事由によって解散するも

のとする。 

(1) 組合の目的である事業の成功又はその成功の不能 

(2) 組合契約で定められた存続期間の満了 

(3) 組合契約で定められた解散事由の発生 

(4) 総組合員による解散の合意 

 

９ 組合の清算 

組合の清算について，民法第６８５条から第６８８条までの規律を基本的に

維持した上で，同法第６８６条に付け加えて，清算人は，清算事務の範囲内で

各組合員を代理する権限を有するものとする。 

 

第 45 終身定期金 

終身定期金契約に関する民法第６８９条から第６９４条までの規律を基本的

に維持した上で，同法第６９１条第１項前段の規律を改め，終身定期金債務者

が終身定期金の元本を受領した場合において，その終身定期金の給付を怠り，

又はその他の義務を履行しないときは，終身定期金債権者は，債務不履行の一

般原則に従い契約を解除して，元本の返還を請求することができるものとする。 

（注）終身定期金契約を典型契約から削除するという考え方がある。 

 

第 46 和解 

和解によって争いをやめることを約した場合において，当事者は，その争い

の対象である権利の存否又は内容に関する事項のうち当事者間で争われていた

ものについて錯誤があったときであっても，民法第９５条に基づく錯誤の主張

をすることはできないものとする。 

（注）このような規定を設けないという考え方がある。 

 


